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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給、通勤手当及び勤勉手当の支給割

合等について、次のとおり改正することとした。 

⑴ 本給の改正 

 世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置きながら給料表の給料月額を増額改定する

こととした（改定率 平均０．３１％）。 

⑵ 通勤手当の改正 

 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況を踏まえ、使用距離の区分に応じ、

１００円から３，５００円までの幅で引上げを行うこととした。 

⑶ 期末、勤勉手当の支給割合の改正 

ア 平成２６年１２月に支給する勤勉手当の支給割合を０．１５月分（再任用職員は、   

０．０５月分）引き上げて、次のとおりとすることとした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の67.5 100分の82.5 100分の15 

（幹部職員） 100分の87.5 100分の102.5 100分の15 

（再任用一般職員） 100分の32.5 100分の37.5 100分の5 

（再任用幹部職員） 100分の42.5 100分の47.5 100分の5 

 

イ 平成２７年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の122.5 100分の137.5 100分の260 

（幹部職員） 100分の102.5 100分の117.5 100分の220 

（再任用一般職員） 100分の65 100分の80 100分の145 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の70 100分の125 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の75 100分の75 100分の150 

（幹部職員） 100分の95 100分の95 100分の190 

（再任用一般職員） 100分の35 100分の35 100分の70 

（再任用幹部職員） 100分の45 100分の45 100分の90 

合 計    

（一般職員） 100分の197.5 100分の212.5 100分の410 

（幹部職員） 100分の197.5 100分の212.5 100分の410 

（再任用一般職員） 100分の100 100分の115 100分の215 

（再任用幹部職員） 100分の100 100分の115 100分の215 
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２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用することとした。ただし、１

の⑶イの改正については、平成２７年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．１５月分引き上

げることとした。 

ア 平成２６年１２月に支給する期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．５５月分 １．７０月分 

 

イ 平成２７年度の期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．４０月分 １．４７５月分 

１２月 １．７０月分 １．６２５月分 

合計 ３．１０月分 ３．１０月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、平成２６年１２月１日から適用することとした。ただし、

１のイの改正については、平成２７年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正

する法律における児童扶養手当法の一部改正に伴い、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、必要な経過措置を定めることとした。 
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亀岡市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例要綱 

 

１ 子ども・子育て支援法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律における

児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

めることとした。 

 

２ この条例は、子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律の施行の日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市放課後児童健全育成事業の

実施に関する条例の一部を改正す

る条例要綱 

 

１ 子ども・子育て支援法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律における

児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健

全育成事業の対象児童を改めることとした。 

 

２ 小学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季

休業日及び学年末休業日のみ入会する児童の

区分を設け、当該期間中の負担金を定めるこ

ととした。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

４ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

５ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市新火葬場整備検討審議会条

例要綱 

 

１ 本市の新火葬場の整備構想等について検討

するため、市の附属機関として、亀岡市新火

葬場整備検討審議会を設置し、必要な事項を

定めることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 産科医療補償制度の見直しによる健康保険

法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金

の支給額を１児につき４０４，０００円（現

行３９０，０００円）に改めることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２７年１月１日から施行

することとした。 
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亀岡市総合農政計画審議会条例の

一部を改正する条例要綱 

 

１ 委員の構成から市議会議員を除くこととし

た。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市耕地事業等分担金徴収条例

の一部を改正する条例要綱 

 

１ 土地改良事業等における分担金の督促及び

特別徴収金の徴収等について、規定整備を図

ることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２７年１月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市都市計画審議会条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 亀岡市都市計画審議会を組織する委員構成

を明確に規定することとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

亀岡市営特定目的住宅条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 曽我部町穴太に設置している特定目的住宅

１戸について、老朽化に伴い用途廃止するこ

ととした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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条 例 
 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３０号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第１２条第２項第２号イ中「４，１００

円」を「４，２００円」に改め、同号ウ中

「６，５００円」を「７，１００円」に改め、

同号エ中「８，９００円」を「１０，０００

円」に改め、同号オ中「１１，３００円」を

「１２，９００円」に改め、同号カ中  

「１３，７００円」を「１５，８００円」に

改め、同号キ中「１６，１００円」を  

「１８，７００円」に改め、同号ク中  

「１８，５００円」を「２１，６００円」に

改め、同号ケ中「２０，９００円」を  

「２４，４００円」に改める。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

６７．５」を「１００分の８２．５」に、

「１００分の８７．５」を「１００分の   

１０２．５」に改め、同項第２号中「１００

分の３２．５」を「１００分の３７．５」に、

「１００分の４２．５」を「１００分の  

４７．５」に改める。 

 附則第８項中「１００分の１．０１２５」

を「１００分の１．２３７５」に、「１００

分 の １ ． ３ １ ２ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

１．５３７５」に、「１００分の６７．５」

を「１００分の８２．５」に、「１００分の

８７．５」を「１００分の１０２．５」に改

める。 

 別表第１を次のように改める。 
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第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

８２．５」を「１００分の７５」に、  

「１００分の１０２．５」を「１００分の 

９５」に改め、同項第２号中「１００分の 

３７．５」を「１００分の３５」に、  

「１００分の４７．５」を「１００分の  

４５」に改める。 

 附則第８項中「１００分の１．２３７５」

を「１００分の１．１２５」に、「１００分

の １ ． ５ ３ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の     

１．４２５」に、「１００分の８２．５」を

「１００分の７５」に、「１００分の   

１０２．５」を「１００分の９５」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２６年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２７年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「給与条例」という。）第 

２１条第２項及び附則第８項の改正規定を除

く。附則第５項において同じ。）による改正

後の給与条例（以下「改正後の給与条例」と

いう。）の規定は、前項の規定にかかわらず、

平成２６年４月１日から適用する。 

 （通勤手当に関する経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日において亀岡市

一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例（平成４年亀岡市条例第４３号）附則

第１０項の適用を受けていた職員で、改正後

の給与条例第１２条第１項第２号に該当する

こととなるものの通勤手当の額は、改正後の

給与条例第１２条第２項第２号の規定にかか

わらず、当分の間、なお従前の例による。 

４ 前項に規定する職員以外の職員について、

同項の規定による通勤手当を支給される職員

との権衡上必要があると認められるときは、

当該職員には、同項の規定に準じて、通勤手

当を支給する。 

 （給与の内払） 

５ 改正後の給与条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の給与

条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の給与条例の規定による給与の内払とみ

なす。 

 （国の例引用） 

６ 前項に定めるもののほか、この条例の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３１号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１５５」を

「１００分の１７０」に改める。 
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第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１４０」を

「１００分の１４７．５」に、「１００分の

１７０」を「１００分の１６２．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２６年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、平成２６年１２月１日からこの条例の施

行の日の前日までの間に支払われた給与は、

この条例による改正後の特別職の職員で常勤

のものの給与に関する条例の規定による給与

の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３２号 

 

亀岡市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例（昭和 

４１年亀岡市条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 附則第５条第７項第１号中「第４条第２項第

２号、第５号若しくは第１０号若しくは第３項

第２号」を「第１３条の２第１項第１号から第

３号まで若しくは第２項第１号」に改め、同項

第２号中「第４条第２項第３号、第８号、第９

号又は第１３号」を「第１３条の２第１項第４

号又は第２項第２号」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例

による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償

条例の規定は、平成２６年１２月１日から適用

する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３３号 

 

亀岡市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年
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法律第１６４号。以下「法」という。）第 

３４条の８の２第１項の規定に基づき、放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 児童 法第４条第１項に規定する児童を

いう。 

⑵ 保護者 法第６条に規定する保護者をい

う。 

⑶ 放課後児童健全育成事業 法第６条の３

第２項に規定する放課後児童健全育成事業

をいう。 

（最低基準の目的等） 

第３条 この条例に定める基準（次項及び次条

において「最低基準」という。）は、放課後

児童健全育成事業を利用している児童（以下

「利用者」という。）が、明るくて、衛生的

な環境において、素養があり、かつ、適切な

訓練を受けた職員の支援により、心身ともに

健やかに育成されることを保障するものとす

る。 

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努

めるものとする。 

（最低基準と放課後児童健全育成事業者） 

第４条 放課後児童健全育成事業を行う者（以

下「放課後児童健全育成事業者」という。）

は、最低基準を超えて、常に、その設備及び

運営を向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営

をしている放課後児童健全育成事業者におい

ては、最低基準を理由として、その設備又は

運営を低下させてはならない。 

３ 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係

る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成

事業者に対し、最低基準を超えて、その設備

及び運営を向上させるように勧告することが

できる。 

（放課後児童健全育成事業の一般原則） 

第５条 放課後児童健全育成事業における支援

は、小学校に就学している児童であって、そ

の保護者が労働等により昼間家庭にいないも

のにつき、家庭、地域等との連携の下、発達

段階に応じた主体的な遊びや生活が可能とな

るよう、当該児童の自主性、社会性及び創造

性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、

もって当該児童の健全な育成を図ることを目

的として行われなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人

権に十分配慮するとともに、一人一人の人格

を尊重して、その運営を行わなければならな

い。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、地域社会と

の交流及び連携を図り、児童の保護者及び地

域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業

者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内

容を適切に説明するよう努めなければならな

い。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、その運営の

内容について、自ら評価を行い、その結果を

公表するよう努めなければならない。 

５ 放課後児童健全育成事業を行う場所（以下

「放課後児童健全育成事業所」という。）の

構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生

及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を

払って設けられなければならない。 

（暴力団の排除） 

第６条 放課後児童健全育成事業者は、次のい

ずれかに該当する者であってはならない。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。） 

⑵ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡
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市条例第２４号）第２条第４号に規定する

暴力団員等 

（放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） 

第７条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消

火器等の消火用具、非常口その他非常災害に

必要な設備を設けるとともに、非常災害に対

する具体的計画を立て、これに対する不断の

注意と訓練をするように努めなければならな

い。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する

訓練は、定期的に行わなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の一般的

要件） 

第８条 放課後児童健全育成事業において利用

者の支援に従事する職員は、健全な心身を有

し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉

事業に熱意のある者であって、できる限り児

童福祉事業の理論及び実際について訓練を受

けたものでなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の知識及

び技能の向上等） 

第９条 放課後児童健全育成事業者の職員は、

常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図

るために必要な知識及び技能の修得、維持及

び向上に努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。 

（設備の基準） 

第１０条 放課後児童健全育成事業所には、遊

び及び生活の場としての機能並びに静養する

ための機能を備えた区画（以下この条におい

て「専用区画」という。）を設けるほか、支

援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 専用区画の面積は、児童１人につきおおむ

ね１．６５平方メートル以上でなければなら

ない。 

３ 専用区画並びに第１項に規定する設備及び

備品等（次項において「専用区画等」とい

う。）は、放課後児童健全育成事業所を開所

している時間帯を通じて専ら当該放課後児童

健全育成事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者の支援に支障がない

場合は、この限りでない。 

４ 専用区画等は、衛生及び安全が確保された

ものでなければならない。 

（職員） 

第１１条 放課後児童健全育成事業者は、放課

後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支

援員を置かなければならない。 

２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごと

に２人以上とする。ただし、その１人を除き、

補助員（放課後児童支援員が行う支援につい

て放課後児童支援員を補助する者をいう。第

５項において同じ。）をもってこれに代える

ことができる。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、都道府県知事が行う

研修を修了したものでなければならない。 

⑴ 保育士の資格を有する者 

⑵ 社会福祉士の資格を有する者 

⑶ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

の規定による高等学校（旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校を

含む。）若しくは中等教育学校を卒業した

者、同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課

程による１２年の学校教育を修了した者

（通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修了した者を含む。）又は

文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有

すると認定した者（第９号において「高等

学校卒業者等」という。）であって、２年

以上児童福祉事業に従事したもの 

⑷ 学校教育法の規定により、幼稚園、小学
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校、中学校、高等学校又は中等教育学校の

教諭となる資格を有する者 

⑸ 学校教育法の規定による大学（旧大学令

（大正７年勅令第３８８号）による大学を

含む。）において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を

専修する学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した者 

⑹ 学校教育法の規定による大学において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸

術学若しくは体育学を専修する学科又はこ

れらに相当する課程において優秀な成績で

単位を修得したことにより、同法第１０２

条第２項の規定により大学院への入学が認

められた者 

⑺ 学校教育法の規定による大学院において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸

術学若しくは体育学を専攻する研究科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑻ 外国の大学において、社会福祉学、心理

学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育

学を専修する学科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した者 

⑼ 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以

上放課後児童健全育成事業に類似する事業

に従事した者であって、市長が適当と認め

たもの 

４ 第２項の支援の単位は、放課後児童健全育

成事業における支援であって、その提供が同

時に一又は複数の利用者に対して一体的に行

われるものをいい、一の支援の単位を構成す

る児童の数は、おおむね４０人以下とする。 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単

位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でな

ければならない。ただし、利用者が２０人未

満の放課後児童健全育成事業所であって、放

課後児童支援員のうち１人を除いた者又は補

助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事している場合その他の利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（利用者を平等に取り扱う原則） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者は、利用

者の国籍、信条又は社会的身分によって、差

別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第１３条 放課後児童健全育成事業者の職員は、

利用者に対し、法第３３条の１０各号に掲げ

る行為その他当該利用者の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１４条 放課後児童健全育成事業者は、利用

者の使用する設備、食器等又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童

健全育成事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業所には、必要な医

薬品その他の医療品を備えるとともに、それ

らの管理を適正に行わなければならない。 

（運営規程） 

第１５条 放課後児童健全育成事業者は、放課

後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する

運営規程を定めておかなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 開所している日及び時間 

⑷ 支援の内容及び当該支援の提供につき利

用者の保護者が支払うべき額 

⑸ 利用定員 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ 事業の利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 
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⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他事業の運営に関する重要事項 

（放課後児童健全育成事業者が備える帳簿） 

第１６条 放課後児童健全育成事業者は、職員、

財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らか

にする帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第１７条 放課後児童健全育成事業者の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

（苦情への対応） 

第１８条 放課後児童健全育成事業者は、その

行った支援に関する利用者又はその保護者等

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、その行った

支援に関し、市から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）第８３条に規定

する運営適正化委員会が行う同法第８５条第

１項の規定による調査にできる限り協力しな

ければならない。 

（開所時間及び日数） 

第１９条 放課後児童健全育成事業者は、放課

後児童健全育成事業所を開所する時間につい

て、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める時間以上を原則として、児

童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了

の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業

所ごとに定める。 

⑴ 小学校の授業の休業日に行う放課後児童

健全育成事業 １日につき８時間 

⑵ 小学校の授業の休業日以外の日に行う放

課後児童健全育成事業 １日につき３時間 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童

健全育成事業所を開所する日数について、１

年につき２５０日以上を原則として、児童の

保護者の就労日数、小学校の授業の休業日そ

の他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに

定める。 

（保護者との連絡） 

第２０条 放課後児童健全育成事業者は、常に

利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利

用者の健康及び行動を説明するとともに、支

援の内容等につき、その保護者の理解及び協

力を得るよう努めなければならない。 

（関係機関との連携） 

第２１条 放課後児童健全育成事業者は、市、

児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関

係機関と密接に連携して利用者の支援に当た

らなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２２条 放課後児童健全育成事業者は、利用

者に対する支援の提供により事故が発生した

場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対

する支援の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

ばならない。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する
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法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成２４年法律第６７号）の施行の日

から施行する。 

 （設備の基準に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する放課後児童

健全育成事業所（以下「既存事業所」とい

う。）については、この条例の施行の日から

当分の間、第１０条第２項の規定は、適用し

ないことができる。 

（職員に関する経過措置） 

３ この条例の施行の日から平成３２年３月 

３１日までの間、第１１条第３項の規定の適

用については、同項中「修了したもの」とあ

るのは、「修了したもの（平成３２年３月 

３１日までに修了することを予定している者

を含む。）」とする。 

（支援の単位に関する経過措置） 

４ この条例の施行の際既存事業所については、

この条例の施行の日から当分の間、第１１条

第４項（一の支援の単位を構成する児童の数

に係る部分に限る。）の規定は、適用しない

ことができる。 

（運営規程に関する経過措置） 

５ この条例の施行の際既存事業所については、

この条例の施行の日から当分の間、第１５条

第５号の規定は、適用しないことができる。 

（開所時間及び日数に関する経過措置） 

６ この条例の施行の際既存事業所については、

この条例の施行の日から当分の間、第１９条

第１項第１号の規定は、適用しないことがで

きる。 

 

「掲示済」 

 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３４号 

 

亀岡市放課後児童健全育成事業の

実施に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関す

る条例（平成２１年亀岡市条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第１条中「保護者の就労等による放課後の家

庭保育が欠ける」を「保護者が就労等により昼

間家庭にいない」に改める。 

 第３条中「第１学年から第３学年までの」を

削る。 

 第４条第１項第５号中「及びその他の理由で

小学校が休校の日」を削り、同条第２項ただし

書中「及び学年末休業日にあっては、午前８時

３０分」を「、学年末休業日及び開設する小学

校が休校の日にあっては、午前８時」に改める。 

 第７条第１項中「別表」を「別表第１又は別

表第２」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、同一世帯において別表第１及び別

表第２を適用する児童がいる場合は、別表第

２を適用する児童について別表第２の同一世

帯から２人以上入会している場合の左以外の

児童（第２子以降）の額を適用するものとす

る。 

 第７条第２項中「別表」を「別表第１及び別

表第２」に改める。 

 別表を別表第１とし、同表を次のように改め 
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る。 

別表第１（第７条関係） 

区分 
 
年間を通じ
て入会する
児童 

５月、６月、９月、 
１０月、１１月、 

１２月、１月、２月 
４月、７月、３月 ８月 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

5,000円 2,500円 6,000円 3,000円 8,000円 4,000円

負担金は月額とする。なお、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定
による被保護世帯及び前年度分の市民税非課税世帯については課さない。 

 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第７条関係） 

区分 
 
小学校の学
年 始 休 業
日、夏季休
業日、冬季
休業日及び
学年末休業
日のみ入会
する児童 

学年始休業日（４月） 夏季休業日（７月） 夏季休業日（８月） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

2,400円 1,200円 3,700円 1,850円 8,000円 4,000円

冬季休業日（１２月） 冬季休業日（１月） 学年末休業日（３月） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

１人入会の
場合及び同
一世帯から
２人以上入
会している
場合の最年
長児童（第
１子） 

同一世帯か
ら２人以上
入会してい
る場合の左
以外の児童
（第２子以
降） 

1,800円 900円 500円 250円 2,600円 1,300円

負担金は当該期間中の額とする。なお、生活保護法の規定による被保護世帯及
び前年度分の市民税非課税世帯については課さない。 
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   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

（対象児童に関する経過措置） 

２ 第３条に定める亀岡市立小学校に在学する

児童については、この条例の施行の日から当

分の間、亀岡市立小学校に在学する第１学年

から第４学年までの児童とし、第４学年の児

童については、小学校の学年始休業日、夏季

休業日、冬季休業日及び学年末休業日のみの

入会とする。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市新火葬場整備検討審議会条例をここに

公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３５号 

 

亀岡市新火葬場整備検討審議会条

例 

 

 （設置） 

第１条 本市の新火葬場の整備構想等について

検討するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基

づき、亀岡市新火葬場整備検討審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲

げる事項について審議する。 

⑴ 新火葬場の整備構想に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、新火葬場の整

備に関すること。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内をもって組

織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係団体の役員又は構成員 

⑶ 公募の市民 

⑷ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定

める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会は、会長が招集し、会長が議長

となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、審

議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を

聴くことができる。 

 （幹事） 

第６条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員の中から市長が任命する。 
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３ 幹事は、会長の命を受けて審議会の所掌事

務について委員を補佐する。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、環境市民部において

処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３６号 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条第１項中「３９０，０００円」を 

「４０４，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者

に係る亀岡市国民健康保険条例第７条の規定

による出産育児一時金の額については、なお

従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市総合農政計画審議会条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３７号 

 

亀岡市総合農政計画審議会条例の

一部を改正する条例 

 

 亀岡市総合農政計画審議会条例（昭和４６年

亀岡市条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条第２項中「、市議会議員」を削る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市耕地事業等分担金徴収条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３８号 

 

亀岡市耕地事業等分担金徴収条例

の一部を改正する条例 

 

 亀岡市耕地事業等分担金徴収条例（昭和４１

年亀岡市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

 

 題名を次のように改める。 

   亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例 

 第１条及び第２条中「耕地事業」を「土地改

良事業」に改める。 

 第３条中「耕地事業」を「土地改良事業」に

改め、「受ける者」の次に「（以下「納付義務

者」という。）」を加え、同条ただし書を削る。 

 第４条第１項中「（次項に規定するものを除

く。）」を削り、「府」を「京都府」に、「耕

地事業」を「土地改良事業」に改め、同条第２

項を削る。 

 第５条第１項中「耕地事業等の着手前とし」

を「土地改良事業ごとに定め」に、「納入」を

「納付」に、「次条に規定する」を「次条の」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 納付義務者は、当該土地改良事業等の着手

前に、分担金の納付を確約する旨の書面を提

出するものとする。 

 第９条を第１１条とし、同条の前に次の１条

を加える。 

 （分担金等の督促等） 

第１０条 分担金等（第３条の分担金及び第７

条の特別徴収金をいう。以下同じ。）を納付

期日までに納付しない者がある場合の取扱い

は、亀岡市税外収入滞納金督促条例（昭和 

４０年亀岡市条例第１号）の定めるところに

よる。 

２ 前項の規定により督促を受けた者が督促状

に指定する期日までに納付すべき分担金等を

納付しない場合の地方自治法第２３１条の３

第３項の規定による滞納処分については、市

税徴収の例による。 

 第７条を第９条とし、第８条を削り、第６条

の次に次の２条を加える。 

 （特別徴収金の徴収） 

第７条 市長が指定する土地改良事業等の施行

に係る地域内の農地が、法第１１３条の２第

２項又は第３項の規定に基づく当該事業の工

事完了の公告の日の属する年度の翌年度（そ

の年度の到来する以前に京都府知事（以下

「知事」という。）が指定する場合にあって

は、当該指定する年度）から起算して８年を

経過しない間に、農地以外に転用される場合

（当該転用に係る農地の面積が知事の指定す

る面積を超えない場合又は知事が補助金の返

還を要しないものとして承認した場合を除

く。）において、当該転用に係る農地（以下

「転用農地」という。）につき法第３条に規

定する資格を有する者から特別徴収金を徴収

する。 

 （特別徴収金の額） 

第８条 前条の特別徴収金の額は、当該特別徴

収金に係る土地改良事業等について、国及び

京都府の補助金並びに市が負担した費用の合

計額を第４条に規定する分担金の算定方式に

より当該転用農地に割り振って得られる額

（当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用

途に活用することにより生ずる収入がある場

合には、当該収入額のうち当該転用農地に係

るものを差し引いた額）とする。 
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   附 則 

 

 この条例は、平成２７年１月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市都市計画審議会条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３９号 

 

亀岡市都市計画審議会条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市都市計画審議会条例（平成１２年亀岡

市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項を次のように改める。 

第２条 審議会は、委員２０人以内をもって組

織する。 

 第２条第４項を第５項とし、第３項を第４項

とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市

長が委嘱又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市議会の議員 

⑶ 関係行政機関の役職員 

⑷ 市民 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営特定目的住宅条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４０号 

 

亀岡市営特定目的住宅条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市営特定目的住宅条例（昭和４３年亀岡

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表亀岡市曽我部町穴太の項中「９」を

「８」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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 亀岡市条例第４１号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１５５」を

「１００分の１７０」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１４０」を

「１００分の１４７．５」に、「１００分の

１７０」を「１００分の１６２．５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 

２６年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、平成２６年１２月１日からこの条例

の施行の日の前日までの間に支払われた期末

手当は、この条例による改正後の議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規

定による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４２号 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市議会委員会条例（昭和４８年亀岡市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「環境厚生常任委員会 ８人」を

「環境厚生常任委員会 ７人」に、「産業建設

常任委員会 ８人」を「産業建設常任委員会  

７人」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年２月５日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２９号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第１項中「１００分の１３５」を

「１００分の１５０」に、「１００分の  

１７５」を「１００分の１９０」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の２７」を 

「１００分の３３」に、「１００分の３５」

を「１００分の４１」に改め、同項第２号中

「 １ ０ ０ 分 の ４ １ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

４９．５」に、「１００分の５３」を  

「１００分の６１．５」に改め、同項第３号

中「１００分の４７」を「１００分の   

５７．７５」に、「１００分の６１」を 

「１００分の７１．７５」に改め、同項第４

号中「１００分の５４」を「１００分の  

６６」に、「１００分の７０」を「１００分

の８２」に改め、同項第５号中「１００分の

６１」を「１００分の７４．２５」に、 

「 １ ０ ０ 分 の ７ ９ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

９２．２５」に改める。 

 第８条の２第１項中「１００分の６５」を

「１００分の７０」に、「１００分の８５」

を「１００分の９０」に改め、同条第２項第

１号中「１００分の１３」を「１００分の 

１５」に、「１００分の１７」を「１００分

の１９」に改め、同項第２号中「１００分の

２０」を「１００分の２２．５」に、  

「 １ ０ ０ 分 の ２ ６ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

２８．５」に改め、同項第３号中「１００分

の２３」を「１００分の２６．２５」に、

「 １ ０ ０ 分 の ３ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

３３．２５」に改め、同項第４号中「１００

分の２６」を「１００分の３０」に、  

「１００分の３４」を「１００分の３８」に

改め、同項第５号中「１００分の２９」を

「１００分の３３．７５」に、「１００分の

３８」を「１００分の４２．７５」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「１００分の３３」

を「１００分の３０」に、「１００分の  

４１」を「１００分の３８」に改め、同項第

２号中「１００分の４９．５」を「１００分

の４５」に、「１００分の６１．５」を 

「１００分の５７」に改め、同項第３号中

「１００分の５７．７５」を「１００分の 

５２．５」に、「１００分の７１．７５」を

「１００分の６６．５」に改め、同項第４号

中「１００分の６６」を「１００分の６０」

に、「１００分の８２」を「１００分の  

７６」に改め、同項第５号中「１００分の 

７４．２５」を「１００分の６７．５」に、  

「１００分の９２．２５」を「１００分の 

８５．５」に改める。 

 第８条の２第２項第１号中「１００分の 

１５」を「１００分の１４」に、「１００分

の１９」を「１００分の１８」に改め、同項

第２号中「１００分の２２．５」を「１００

分の２１」に、「１００分の２８．５」を

「１００分の２７」に改め、同項第３号中
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「１００分の２６．２５」を「１００分の 

２４．５」に、「１００分の３３．２５」を

「１００分の３１．５」に改め、同項第４号

中「１００分の３０」を「１００分の２８」

に、「１００分の３８」を「１００分の  

３６」に改め、同項第５号中「１００分の 

３３．７５」を「１００分の３１．５」に、

「１００分の４２．７５」を「１００分の 

４０．５」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２６

年１２月１日から適用する。ただし、第２条の

規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市非常勤職員取扱規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３０号 

 

亀岡市非常勤職員取扱規則の一部

を改正する規則 

 

 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年亀岡市

規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

14,000円（1,925円） 241,900円（8,341円）

15,100円（2,082円） 261,700円（9,022円）

                    」 

を 

「 

14,050円（1,932円） 242,800円（8,372円）

15,200円（2,090円） 262,700円（9,056円）

                    」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成 

２６年４月１日から適用する。 

 （報酬の内払） 

２ この規則による改正前の亀岡市非常勤職員

取扱規則の規定に基づいて支給された報酬は、

この規則による改正後の亀岡市非常勤職員取

扱規則の規定による報酬の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３１号 
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亀岡市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３年亀岡市規則第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１９条第１項中「３０，０００円」を「１６，０００円」に改める。 

 別記第９号様式及び別記第１３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式（第１６条関係） 

□ 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定 
□ 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定 申請書 
□ 国 民 健 康 保 険 限 度 額 適 用 認 定 

課長 係長 担当 

   

被保険者証記号番号 亀     －   

世 帯 主 
住 所 亀岡市 

氏 名 印 生年月日     年  月  日 男・女 

適用・減額 

対 象 者 

氏 名  生年月日     年  月  日 男・女 

世帯主との続柄  電話番号 （    ）   － 

※長期入院 該当・非該当 
※ 減額認定を受けている方で、申請日の月以前12ヶ月の入院日数 
  が90日を超えている方（減額認定期間に限る） 

① 

申請日の前１年間の入院期間（日数）
       年   月   日から 
                       日間 
       年   月   日まで 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

② 

申請日の前１年間の入院期間（日数）
       年   月   日から 
                       日間 
       年   月   日まで 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

③ 

申請日の前１年間の入院期間（日数）
       年   月   日から 
                       日間 
       年   月   日まで 

入院をした保険医療機関等 
名 称  

所在地  

                                       年  月  日 

市町村長が 

証明する欄 

 下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する

被保険者に    年度の市町村民税が課されないことを証明する。 

            、            、            、 

            、            、            、 

                 市町村長名               印 

 

次の欄に申請者は記入しないでください。 一般 退職本人 退職扶養 マル老該当【65～69歳確認要】 

交付年月日       年   月   日 発 効 期 日       年   月   日 
処理欄 

有 効 期 限       年   月   日 長期入院該当       年   月   日 

※適用区分 

1減額認定 2長期該当 3高齢Ⅱ 4高齢長期 5高齢Ⅰ 

6上位901万超(ｱ) 7上位600万超(ｲ) 8一般210万超(ｳ)

9一般210万以下(ｴ) 0若低(長期含む)(ｵ) 

市町村民税 □非課税確認済 

      □非自発的失業世帯 

      □その他(    ) 

 

※適用区分  70歳以上 ⇒ 高齢Ⅱ （低所得Ⅱ） 【公的年金収入等 80万円以上の非課税世帯】 

       70歳以上 ⇒ 高齢Ⅰ （低所得Ⅰ） 【公的年金収入等 80万円以下の非課税世帯】 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に出産した被保険者

に係る亀岡市国民健康保険条例施行規則第 

１９条第１項の規定による出産育児一時金の

加算額については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第２３５号 

 

 大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者

住宅等支援事業補助金交付要綱を次のように定

める。 

 

   平成２６年１２月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

大規模自然災害に係る亀岡市地域

再建被災者住宅等支援事業補助金

交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、大規模自然災害により生活基

盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能

な限り早期に安定した生活を再建することに

より、地域のコミュニティの崩壊を防止し、

活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行

う者に対し、その費用の一部について亀岡市

補助金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第

５号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要綱に定めるところにより、予

算の範囲内で補助金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 大規模自然災害 被災者生活再建支援法

（平成１０年法律第６６号。以下「支援

法」という。）第２条第１号に規定する自

然災害（以下「自然災害」という。）で 

あって、次のいずれかに該当するもの（大

規模災害からの復興に関する法律（平成 
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２５年法律第５５号）第２条第９号に規定

する特定大規模災害等に該当する自然災害

その他市の区域内（以下「市内」とい

う。）で発生した著しく異常かつ激甚な自

然災害であって市長が別に定めるものを除

く。）をいう。 

ア 支援法第２条第２号に規定する政令で

定める自然災害を生じさせた異常な自然

現象により住宅の被害（その被害が住宅

の床上に達しない程度の浸水により生じ

たものである場合における当該被害を除

く。以下同じ。）が発生した場合におけ

る、当該自然現象により生じた自然災害

（市内における住宅の被害に限る。イに

おいて「支援法適用等災害」という。）

であって、イの自然災害に該当しないも

の 

イ 支援法適用等災害による住宅の被害及

び当該支援法適用等災害を生じさせた異

常な自然現象と異なる異常な自然現象に

より生じた自然災害による住宅の被害が、

同時に若しくは連続して発生し、又は近

接した期間内に発生した場合であって、

これらの自然災害に対する関係行政機関

による一体的な災害応急対策及び災害復

旧の実施状況その他の事情を勘案してこ

れらの自然災害を一の自然災害として取

り扱うことが適当であると市長が認めた

ときにおけるこれらの自然災害（市内に

おける住宅の被害に限る。） 

⑵ 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれか

に該当するものをいう。 

ア 住宅全部の倒壊又は流失 

イ 補修により居住することができる住宅

の状態に復旧をすることができない又は

当該復旧をすることが著しく困難である

と認められる次に掲げる被害の程度のい

ずれかに該当するもの 

(ｱ) 損壊し、又は流失した部分の床面積

が当該住宅の延べ床面積の７０パーセ

ント以上に達するもの 

(ｲ) 災害の被害認定基準について（平成

１３年６月２８日府政防第５１８号内

閣府政策統括官（防災担当）通知）に

係る運用指針（以下「運用指針」とい

う。）を適用して算出した、住宅の主

要な構成要素に係る経済的被害を示す

値が住宅全体の経済的価値を示す値の

５０パーセント以上に達するもの 

⑶ 大規模半壊 次に掲げる被害の程度のい

ずれかに該当するもの（全壊に該当するも

のを除く。）のうち、建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第１条第３

号に規定する構造耐力上主要な部分の補修

を含む大規模な補修を行わなければ当該住

宅に居住することが困難であると認められ

るものをいう。 

ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が

当該住宅の延べ床面積の５０パーセント

以上７０パーセント未満であるもの 

イ 運用指針を適用して算出した、住宅の

主要な構成要素に係る経済的被害を示す

値が住宅全体の経済的価値を示す値の 

４０パーセント以上５０パーセント未満

であるもの 

⑷ 半壊 補修により居住することができる

住宅の状態に復旧をすることが可能と認め

られる、次に掲げる被害の程度のいずれか

に該当するもの（全壊又は大規模半壊に該

当するものを除く。）をいう。 

ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が

当該住宅の延べ床面積の２０パーセント

以上７０パーセント未満であるもの 

イ 運用指針を適用して算出した、住宅の

主要な構成要素に係る経済的被害を示す

値が住宅全体の経済的価値を示す値の 
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２０パーセント以上５０パーセント未満

であるもの 

⑸ 一部破損 住宅の被害が半壊に達しない

程度のもの（住宅の床上に達しない程度の

浸水により生じた程度のものを除く。）を

いう。 

⑹ 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度

の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこ

と等により、その住宅に一時的に居住する

ことができなくなった程度のもの（住宅の

床上以上に達した程度の浸水によって土砂、

竹木等が堆積したこと等により、当該住宅

に一時的に居住することができなくなった

と認められるものに限る。）をいう。 

⑺ 被災住宅 大規模自然災害により第２号

から前号までに掲げる程度の被害を受けた

市内に存する住宅で、当該大規模自然災害

が発生した時に主たる居住の用に供されて

いたものをいう。 

⑻ 被災住宅の再建 市内において、被災住

宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修

又は被災住宅の補修を行うことをいう。 

⑼ 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内にお

いて、被災住宅に代わる住宅として居住す

るための住宅（公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）第２条第２号に規定する公

営住宅を除く。）を賃借することをいう。 

⑽ 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は

被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。 

⑾ 支援対象者 被災住宅の居住者が属する

世帯の世帯主をいう。 

⑿ 支援金 支援法第３条第１項に規定する

支援金で、当該大規模自然災害に関し支援

対象者が受けることができるものをいう。 

⒀ 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の

新築工事費又は購入費（購入後直ちに行う

補修工事費を含み、土地の取得費を除

く。）をいう。 

⒁ 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる

住宅の補修工事費をいう。 

⒂ 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に

係る経費をいう。 

⒃ 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却

又はその敷地内の土地の整地に係る経費を

いう。 

⒄ 住宅再建経費 支援対象者が支出する第

１３号から前号までに掲げる経費をいう。 

⒅ 住宅再建関連経費 被災住宅において使

用されていた家具、家庭用電気機械器具等

の修理又はこれらの物品に代わる物品の購

入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施

する被災住宅の再建等に関連する経費（住

宅再建経費に該当する経費を除く。）とし

て市長が必要と認める経費であって、支援

対象者が支出するものをいう。 

⒆ 支援対象経費 前２号に掲げる経費で当

該大規模自然災害の規模、被災地域の実情

等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、

被災住宅の再建等に必要な期間として市長

が別に定める期間内にその支払が完了する

もの（第１５号に掲げる経費にあっては、

当該期間の末日が属する月の前月分までの

住宅の賃借に係る経費に限る。）をいう。 

⒇ 補助金 被災住宅の再建等のために交付

する補助金で支援対象経費を補助の交付の

対象とするものをいう。 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助

対象事業」という。）は、支援対象者に対し

支援対象経費について補助金を交付する事業

とする。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補

助対象経費」という。）は、次の各号に掲げ

る支援対象経費の区分に応じ当該各号に定め

る経費とする。 

⑴ 住宅再建経費 別表の補助対象事業の欄
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に掲げる補助対象事業の内容及び同表の支

援対象者の欄に掲げる者の区分に応じ、同

表の補助対象経費の欄に掲げる経費 

⑵ 住宅再建関連経費 支援対象者に対し住

宅再建関連経費について補助金を交付する

場合における当該補助に要する経費（支援

対象者につき住宅再建関連経費が５万円を

超える場合、当該超える額については補助

の対象としない。） 

３ 一の大規模自然災害に関し、支援対象者に

対し住宅再建経費及び住宅再建関連経費のい

ずれの経費についても補助金を交付する場合

において、当該補助に要した経費の額が当該

支援対象者に係る別表の基準限度額の欄に掲

げる額を超えるときは、前項の規定にかかわ

らず、当該超える額については、補助の対象

としない。 

４ 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切

り捨てるものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 規則第５条第１項の補助金等交付申請

書は、大規模自然災害に係る亀岡市地域再建

被災者住宅等支援事業補助金交付申請書（別

記第１号様式。以下「申請書」という。）に

よるものとし、支援対象者は、市長が別に定

める期日までに提出しなければならない。 

２ 申請書に添付しなければならない書類は、

次に掲げる書類とする。ただし、市長が別の

方法等により確認できることとして添付しな

いことを認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 罹災証明書（写し） 

⑵ 支援対象者の住民票に記載された事項を

証明した書類 

⑶ 支援対象経費の額を確認できる書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （交付の条件） 

第５条 支援対象者は、交付決定後に事業の遂

行が困難となった場合には、速やかに市長に

報告してその指示を受けるものとする。 

 （交付の決定） 

第６条 規則第６条第３項の規定による通知は、

大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者

住宅等支援事業補助金交付決定通知書（別記

第２号様式）により行うものとする。 

 （交付の変更申請） 

第７条 支援対象者は、第４条の規定により提

出した申請書又はその添付書類に記載した事

項を変更しようとする場合には、大規模自然

災害に係る亀岡市地域再建被災者住宅等支援

事業補助金交付変更申請書（別記第３号様式。

以下「変更申請書」という。）を市長に提出

しなければならない。ただし、変更しようと

する内容が、次の各号のいずれかにのみ該当

する場合にあっては、この限りでない。 

⑴ 被災住宅の再建に係る経費の額（補助金

の額の変更を伴わないものに限る。） 

⑵ 工事着手年月日及び工事完了（予定）年

月日（工事完了（予定）の年度の変更を伴

わないものに限る。） 

２ 変更申請書に添付しなければならない書類

は、第４条第２項に掲げるもののうち、当該

変更に係る書類とする。 

 （実績報告） 

第８条 規則第１０条の補助事業等実績報告書

は、大規模自然災害に係る亀岡市地域再建被

災者住宅等支援事業補助金実績報告書兼補助

金支払請求書（別記第４号様式。以下「実績

報告書」という。）によるものとする。 

２ 実績報告書に添付しなければならない書類

は、補助対象経費の確定額及び当該経費を補

助対象者が支払ったことを確認できる書類と

する。 

 （補助金額の確定通知） 

第９条 規則第１１条の規定による通知は、大

規模自然災害に係る亀岡市地域再建被災者住

宅等支援事業補助金確定通知書（別記第５号
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様式）により行うものとする。 

 （補助金の交付） 

第１０条 市長は、前条の通知後に補助金を交

付する。ただし、支援対象者が被災住宅の再

建に要する経費に充てる必要があると認める

ときは、通知前に市長が認める範囲内で補助

金を交付することができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか補助金

の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成２６

年８月８日以降に着手した被災住宅の再建につ

いて適用する。 
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該

額
が

次
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る
額
）
 

⑴
 

被
害

の
程

度
の

欄
に

掲
げ
る

被
害

の
程

度
に

応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ

支
援

対
象

者
ご

と
の

基
準

限
度

額
の

欄
に

掲
げ

る
額

を
超

え
る

場
合
 
当
該

掲
げ

る
額
 

⑵
 

2
5
万

円
未

満
の

場
合

 
次
の

場
合

の
区

分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る
額
 

ア
 

支
援

対
象
者

ご
と

の
住

宅
再

建
経

費
の

額
が
2
5
万
円
以
上

の
場

合
 

2
5万

円
 

イ
 

支
援

対
象
者

ご
と

の
住

宅
再

建
経

費
の

額
が

25
万

円
未

満
の

場
合

 
住

宅
再

建
経

費
の

額
 

全
 

壊
 

1
5
0

大
規

模
 

半
 

壊
 

1
0
0
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 別
記
第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）
 

 

大
規

模
自

然
災

害
に

係
る

亀
岡

市
地
域
再
建
被
災
者
住
宅
等
支
援
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
大
規
模
自
然
災
害
に
係

る
亀

岡
市
地
域
再
建
被
災
者
住
宅
等

支
援
事
業
補
助
金
の
交
付
を

受
け
た
い
の
で
、
大
規
模
自

然
災
害
に
係
る
亀
岡
市
地

域
再

建
被
災
者
住
宅
等
支
援

事
業
補

助
金
交
付
要
綱
第
４
条
の
規

定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り

申
請
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
申
請
に
関
し
て
、
世
帯
構
成
な
ど
必
要
な
情
報
・
資
料
を
調
査
・
確
認
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 

記
 

1
 

ふ
り

が
な
 
 

申
請

者
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

㊞
 

2
 

申
請

者
住

所
 

〒
6
2
1
- 

 
亀
岡
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

－
 
 
 
－
 

3
 

大
規

模
自

然
災

害
の
 

名
称
 

 

4
 

被
災

の
区

分
 

全
壊
 
・
 
大
規
模
半
壊
 
・
 
半
壊
 
・
 
一
部
破
損
又
は
床
上
浸
水
 

（
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん
で

く
だ

さ
い

。）

5
 

被
災

住
宅

の
 

再
建

内
容
 

新
築
 
 
・
 
 
購
入
 
 
・
 
 
補
修
 
 
・
 
 
賃
借
 

（
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん
で

く
だ

さ
い

。）

6
 

被
災

住
宅

の
所

在
地
 

亀
岡

市
 

7
 

再
建

す
る

住
宅

の
 

所
在

地
 

被
災
住

宅
と
同

一
地

の
 
 
亀
岡
市
 

場
合
は

記
入
不

要
で

す
。
 

8
 

住
宅

再
建

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

9
 

住
宅

再
建
 

関
連

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
0
 
支

援
金

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
1
 
交

付
申

請
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
2
 
工

事
着

手
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

1
3
 
工

事
完
了

（
予

定
）
 

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

1
4
 
審

査
欄
 

(記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
) 

 

第
２
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

  
亀
岡
市
指
令
 
 
第
 
 
 
 
号
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  

 
 
 
年
度
大
規
模
自
然
災
害
に
係
る
 

亀
岡

市
地
域
再
建
被
災
者
住
宅
等
支
援
事
業
補
助
金
交

付
決
定
通
知
書
 

  
 
 
 
 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
付
け
で
申
請
さ
れ
た
大
規
模
自
然
災
害
に
係
る
亀
岡
市
地
域
再
建
被

災
者
住

宅
等
支

援
事
業
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

記
 

 １
 
交
付
決
定
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 ２
 
そ
の
他
 

⑴
 
申
請
の

内
容
に
変
更
が
あ

る
と
き
は
、
大
規
模
自
然
災
害
に
係
る
亀
岡
市
地
域
再
建
被
災
者
住

宅
等
支
援
事
業
補

助
金
交
付
要
綱
第
７
条
の
規
定
に

よ
り
、
変
更
申
請
書
（
第
３
号
様
式
）
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
 

⑵
 
被
災
住

宅
の
再
建
が
完
了

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
大
規
模
自
然
災
害
に
係
る
亀
岡
市
地
域
再

建
被
災
者
住
宅
等

支
援
事
業
実
績
報
告
書
兼
補
助
金

支
払
請
求
書
（
第
４
号
様
式
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。
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 第
３
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

 

大
規
模
自
然
災
害
に
係
る
亀
岡
市

地
域

再
建

被
災

者
住

宅
等

支
援
事

業
補

助
金

交
付

変
更

申
請
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 （
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
付
け
亀
岡
市
指
令
 
 
第

 
 
 
 
 
号
で
交
付
決
定

を
受
け
た
大
規
模
自
然
災
害

に
係
る
亀
岡
市
地
域
再
建

被
災

者
住
宅
等
支
援
事
業
補
助
金
を

下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の

で
、
大
規
模
自
然
災
害
に

係
る
亀
岡
市
大
規
模
自
然

災
害

に
係
る
地
域
再
建
被
災
者
住
宅

等
支
援
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

第
７
条
の
規
定
に
よ
り
申

請
し
ま
す
。
 

記
 

1
 

ふ
り

が
な
 
 

申
請

者
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

㊞
 

2
 

申
請

者
住

所
 

〒
6
2
1
- 

 
亀
岡
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

－
 
 
 
－
 

3
 

大
規

模
自

然
災

害
の
 

名
称
 

 

4
 

被
災

の
区

分
 

全
壊
 
・
 
大
規
模
半
壊
 
・
 
半
壊
 
・
 
一
部
破
損
又
は
床
上
浸
水
 

（
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん
で

く
だ

さ
い

。）

5
 

被
災

住
宅

の
 

再
建

内
容
 

新
築
 
 
・
 
 
購
入
 
 
・
 
 
補
修
 
 
・
 
 
賃
借
 

（
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん
で

く
だ

さ
い

。）

6
 

被
災

住
宅

の
所

在
地
 

亀
岡

市
 

7
 

再
建

す
る

住
宅

の
 

所
在

地
 

被
災
住

宅
と
同

一
地

の
 
 
亀
岡
市
 

場
合
は

記
入
不

要
で

す
。
 

8
 

住
宅

再
建

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

9
 

住
宅

再
建
 

関
連

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
0
 
支

援
金

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
1
 
交

付
申

請
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円
 

1
2
 
工

事
着

手
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

1
3
 
工

事
完
了

（
予

定
）
 

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

1
4
 
審

査
欄
 

(記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
) 

 

※
 
3欄

か
ら
1
1欄

に
つ
い
て
は

該
当
す
る
項
目
の
み
、
変
更
後
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

 

大
規

模
自
然
災
害
に

係
る
亀
岡
市

地
域
再
建
被
災

者
住
宅
等

支
援
事
業
補
助
金
実
績
報
告
書
兼
補
助
金
支
払
請
求
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
亀
岡
市
指
令
 
 
第
 
 
 
 
 
号
で
交
付
決
定
を
受
け
た
大
規
模
自
然
災
害

に
係
る
亀
岡
市
地
域
再
建
被
災
者
住
宅
等
支
援
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
実
施
し
た
の
で
、
大
規
模
自
然

災
害
に
係
る
亀
岡
市
地
域
再
建
被
災
者
住
宅
等
支
援
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
添
え

て
報
告
し
ま
す
。
 

記
 

1
 

ふ
り

が
な
 
 

報
告

者
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

2
 

報
告

者
住

所
 

〒
6
2
1
- 

 
亀
岡
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 
 
 
 
 
－
 
 
 
－
 

3
 

大
規

模
災

害
の
 

名
称
 
 

4
 

完
了

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

5
 

被
災

住
宅

の
 

再
建

内
容
 

新
築
 
 
・
 
 
購
入
 
 
・
 
 
補
修
 
 
・
 
 
賃
借
 

（
該

当
す

る
も

の
を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
）

6
 

再
建

し
た

住
宅

の
 

所
在

地
 

亀
岡
市
 

7
 

住
宅

再
建

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

8
 

住
宅

再
建
 

関
連

経
費

の
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

9
 

支
援

金
の

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

1
0
 
交

付
決

定
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

1
1
 
指

定
す

る
 

補
助

金
振

込
先
 

金
融
機
関
名
 

及
び
支
店
名
 
 

口
座
種
別

 

口
座

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

口
座

名
義

 
 

※
以
下
審
査
欄
（
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
確
認
欄
 

添
付
書
類
 
確
定
し
た
再
建
費
を
確
認
で
き
る
も
の
（
領
収
書
の
写
し
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
）
 

 

 

住
宅
再
建
経
費
（
7
）
 

支
援
対
象
外
金
額
 

補
助
対
象
経
費
 

 

円
 

円
 

円
 
 

補
助
金
（
1
0）

 
 

 
 

円
住
宅
再
建
関
連
経
費
(
8)
 

 
補
助
対
象
経
費
 

円
 
 

円
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「
掲
示
済
」
 

第
５

号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

亀
岡
市
長
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  

 
 
 
年
度
大

規
模
自
然
災
害
に

係
る
 

亀
岡
市
地

域
再
建
被
災
者
住
宅

等
支
援
事
業
補
助

金
確
定
通
知
書
 

  
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
付
け

亀
岡
市
指
令

 
 
第
 
 

 
 
 
号
で

交
付
決
定
し

た
大
規
模

自
然

災
害
に
係

る
亀

岡
市
地
域

再
建
被
災
者
住

宅
等
支
援

事
業
補
助
金

に
つ

い
て
は

、
下
記
の
と

お
り
そ
の
額
を

確
定
し

た
の

で
通
知
し

ま
す

。
 

 
な

お
、
補
助
金
に
つ
い
て
は

、
指
定
の
金
融
機

関
に
振
り
込
み
ま

す
。
 

  

記
 

  １
 

交
付
決
定
額
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

円
 

  ２
 

確
定
額
（
交
付
額
）
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

円
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 亀岡市告示第２３６号 

 

 建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の

申請について等の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

 

   平成２６年１２月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

建設工事の競争入札参加資格及び

資格審査の申請について等の一部

を改正する告示 

 

（建設工事の競争入札参加資格及び資格審査

の申請についての一部改正） 

第１条 建設工事の競争入札参加資格及び資格

審査の申請について（昭和３９年亀岡市告示

第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中第１３号を第１４号とし、

第１２号の次に次の１号を加える。 

⒀ 使用印鑑届 

 第６条第２項中「同項」を削り、同項中第

８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を

加える。 

⑻ 使用印鑑届 

 第９条第６号中「の変更」を削り、同条に

次の１号を加える。 

⑺ 使用印鑑 

（物品に関する競争入札参加資格及び審査等

に関する要綱の一部改正） 

第２条 物品に関する競争入札参加資格及び審

査等に関する要綱（平成１６年亀岡市告示第

１８８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中第６号を第７号とし、第５号の次

に次の１号を加える。 

⑹ 使用印鑑届 

 第８条第５号中「取引」を削る。 

（測量・建設コンサルタント等の入札参加資

格、資格審査の申請及び業者選定に関する要

綱の一部改正） 

第３条 測量・建設コンサルタント等の入札参

加資格、資格審査の申請及び業者選定に関す

る要綱（平成７年亀岡市告示第６３号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第１項中第１１号を第１２号とし、

第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 使用印鑑届 

 第４条第２項中第２号を第５号とし、第５

号の前に次の２号を加える。 

⑶ 業者カード 

⑷ 使用印鑑届 

 第４条第２項中第１号を第２号とし、第２

号の前に次の１号を加える。 

⑴ 技術者経歴書 

 第７条に次の１号を加える。 

⑺ 使用印鑑 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３７号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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記 

 

亀１６０１－２３００４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２６年１２月４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２３８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１１０２－３２００２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年７月１４日 

３ 無効になる日 

平成２６年１２月８日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２３９号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２６年１２月９日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏  名 

1 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

2 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

3 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

4 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

5 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

6 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

7 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

8 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

9 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

10 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

11 
督促状 平成26年度 
軽自動車税 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２４０号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２６年１２月９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 住  所  省略 

         

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月１０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１１１２－６１０３０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年１０月１１日 

３ 無効になる日 

平成２６年１２月１０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４２号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２６年１２月１８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２６年１２月１８日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ４台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 
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② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令の規定により処分する。 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月２２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１１３－１２０４８ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２６年１２月２２日 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第２４４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１１２２－２５００５ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２６年１２月２５日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４５号 

 

 亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金

交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市ものづくり産業経営安定化

支援助成金交付要綱 
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 （目的） 

第１条 この要綱は、市内の商工業者が、経営

の合理化及び生産の増進を図り、地域経済の

活性化を促進するため、自己の事業の用に供

する機械及び装置（法人税法施行令（昭和 

４０年政令第９７号）第１３条第３号及び減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）別表第２に規定す

るものをいう。以下「機械等」という。）を

更新又は新たに取得した場合、亀岡市補助金

等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号）

及びこの要綱に定めるところにより、予算の

範囲内において助成金を交付し、商工業者の

経営安定化に資することを目的とする。 

 （交付対象） 

第２条 亀岡市ものづくり産業経営安定化支援

助成金（以下「助成金」という。）の交付対

象者は、亀岡市に所在する事業所（亀岡市が

管理する事業所及び管理を委託する事業所を

除く。）で、次の各号に該当する事業所を有

する商工業者とする。ただし、亀岡市企業立

地促進条例（平成１７年亀岡市条例第２２

号）の適用を受けている期間にあっては交付

の対象としない。 

⑴ １ 機 械 等 の 取 得 価 格 が        

１０，０００，０００円以上であること。 

⑵ 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第

３９号）第５７条第７項の償却資産課税台

帳に登録されていること。 

⑶ 市税に滞納がないこと。 

 （助成金の額） 

第３条 助成金の額は、取得した機械等に係る

固定資産税額に相当する額以内で市長が認定

した額とし、その交付は１機械等につき１回

限りとする。 

 （交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、機械等を取得し

た年の翌々年の１月末までに次に掲げる書類

を添えて、亀岡市ものづくり産業経営安定化

支援助成金交付申請書（別記第１号様式）を

市長に提出しなければならない。 

⑴ 取得機械等の写真 

⑵ 取得機械等の配置図 

⑶ 取得機械等の償却資産申告書（償却資産

課税台帳）及び種類別明細書の写し 

⑷ 償却資産種類別明細書兼課税台帳（評価

調書） 

⑸ 市税完納証明書（申請日現在） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 

 （交付決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の申請書が提出されたと

きは、速やかにその内容を審査して、その適

否を亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助

成金交付決定（却下）通知書（別記第２号様

式）により申請者に通知するものとする。 

 （交付の時期） 

第６条 助成金の交付の時期は、当該機械等に

係る初年度の固定資産（償却資産）税の課税

年度とし、かつ、当該年度の固定資産（償却

資産）税の納付を完了した日以降とする。 

 （交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、虚偽の申請又は不正な行為で

助成金の交付を受けた者があるときは、当該

交付の決定を取り消し、又は既に交付した助

成金を返還させることができる。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金

の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２７年１月２日から実施す

る。 
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 亀岡市告示第２４６号 

 

 亀岡市住居表示に関する条例（昭和４１年亀岡市条例第３８号）第２条の規定により、次のとお

り告示する。 

 

   平成２６年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 変更する街区 

   亀岡市篠町夕日ケ丘１丁目１０街区 

２ 変更後の街区区域及び街区附号 

   別図のとおり 

３ 実施期日 

   平成２６年１２月２６日 
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「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４７号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定によ

り、下記の国民健康保険被保険者証は無効としたので告示する。 

 

   平成２６年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１６０７－８１０２６ 

１ 保 険 者   亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日   平成２６年４月１日 

３ 無効になる日  平成２６年１２月２６日 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第６２号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２６年１２月３日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号    道改第13号 

⑵ 工 事 名    市道つつじヶ丘6号線外2線道路改良工事 

⑶ 工事場所    亀岡市東つつじケ丘都台2丁目地内 

⑷ 工事種別    土木一式工事 

⑸ 工事概要    工事延長               Ｌ＝222.5ｍ 

                   Ｗ＝6.0ｍ 

土工                 一式 

地盤改良工 

 路床安定処理工           Ａ＝633.8㎡ 

排水工 

 側溝工               Ｌ＝247.4ｍ 

 管渠工               Ｌ＝25.0ｍ 

 集水桝工              Ｎ＝4箇所 

縁石工 

 縁石工               Ｌ＝48.5ｍ 

舗装工 

 アスファルト舗装工         Ａ＝694.8㎡ 

 ブロック舗装工           Ａ＝38.5㎡ 

付帯工                一式 

仮設工                一式 

⑹ 予定価格（税込）  32,958,360円 

          【入札書比較価格（税抜） 30,517,000円】 

⑺ 工  期    契約日の翌日から平成27年3月31日まで 

⑻ 部 分 払    無 

⑼ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 
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⑽ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金

の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札保証金   免除 

⒀ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成26年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成26年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 
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 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が3,000万円（建築一式は4,500万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成26年12月3日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成26年12月3日（水） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成26年12月9日（火） 

午前9時から午後5時まで 

平成26年12月10日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成26年12月11日（木） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成26年12月8日（月） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成26年12月12日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成26年12月15日（月） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 
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入札期間 平成26年12月18日（木） 

午前9時から午後5時まで 

平成26年12月19日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成26年12月22日（月） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第６３号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２６年１２月３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 捕獲日時  平成２６年１１月２８日 

        午後３時頃 

２ 捕獲場所  亀岡市篠町王子唐櫃越地内 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  白色 

５ 性  別  雄 

６ 体  格  大型 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  青色ストライプ柄首輪 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２６年

１２月６日）までに引取りのないときは

処分される。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第６４号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２６年１２月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

 平成２６年１２月１６日以後、常時備

え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第６５号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２６年１２月１９日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

          管第26-5号 

          亀岡市公共下水道事業 余部枝線その1布設工事 

⑵ 工事場所    亀岡市余部町地内 

⑶ 工事種別    土木一式工事 

⑷ 工事概要    工事延長   Ｌ＝97.50ｍ 

 管渠工（小口径推進） 

  VUφ200               管路延長 12.00ｍ 

                    管渠延長 10.80ｍ 

  鋼製さや管ボーリング推進工SA300A  推進延長 10.12ｍ 

  HPφ250               管路延長 85.50ｍ 

                    管渠延長 83.70ｍ 

  小口径泥土圧推進工HPφ250      推進延長 81.75ｍ 

 立坑工 

  φ2000                    2箇所 

  φ1500                    1箇所 

 補助地盤改良工                 1式 

 人孔設置工 

  1号組立マンホール               3箇所 

 付帯工                     1式 

⑸ 予定価格（税込）  48,431,520円 

          【入札書比較価格（税抜） 44,844,000円】 

⑹ 工  期    契約日の翌日から平成27年3月31日まで 

⑺ 部 分 払    無 

⑻ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る
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作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金

の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札保証金   免除 

⑿ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成26年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位1位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加

は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成26年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が3,000万円（建築一式は4,500万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、
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営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成26年12月19日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成26年12月19日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成27年1月5日（月） 

午前9時から午後5時まで 

平成27年1月6日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成27年1月7日（水） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成26年12月24日（水） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成27年1月13日（火） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成27年1月15日（木） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成27年1月20日（火） 

午前9時から午後5時まで 

平成27年1月21日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 
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開札日時 平成27年1月22日（木） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第６６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２６年１２月２２日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

          管第26-4号 

          下水道管渠修繕工事 

⑵ 工事場所    亀岡市下矢田町4丁目地内 

⑶ 工事種別    土木一式工事 

⑷ 工事概要    工事延長 φ250   Ｌ＝319.77ｍ 

 管路更生工    Ｌ＝308.07ｍ 

⑸ 予定価格（税込）  35,344,080円 

          【入札書比較価格（税抜） 32,726,000円】 

⑹ 工  期    契約日の翌日から平成27年3月31日まで 

⑺ 部 分 払    無 

⑻ 前 金 払    有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間前金払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前金払を

している工事については、工期の2分の1が経過していること・工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること・当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代金

の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場合に

限り、中間前金払（請負金額の20％以内 保証事業会社の保証が必要）が請

求できる。 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札保証金   免除 

⑿ 契約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時

に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金を免除する。 
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⒀ 支給材料及び貸与品  無 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成26年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」で登録された者で、

「土木工事業」で特定建設業の許可を受け、直近の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値

通知書の「土木一式」の種目の総合評定値（Ｐ）が900点以上の市外業者又は「土木工事業」

で特定建設業の許可を受け、直近の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の「土木

一式」の種目の総合評定値（Ｐ）が700点以上の市内業者である者。また、入札参加は単体と

し、共同企業体は認めない。 

⑵ 京都府内に建設業法に規定する主たる営業所（本社・本店）を有する者。 

⑶ 平成21年度以降に官公庁等発注の下水道管渠更生工事を元請として施工した実績を有する者。 

⑷ 公益財団法人日本下水道新技術機構の建設技術審査証明を受けている下水道管渠更生工法

（「反転工法」又は「形成工法」）の協会・団体に所属している者。 

⑸ 公益財団法人日本下水道新技術機構の建設技術審査証明を受けている下水道管渠更生工法

（「反転工法」又は「形成工法」）に関する講習を受講した専門技術者を、当該作業中に現場

に常駐させることができること。 

⑹ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑺ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成26年4月1日以降に発注された土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑻ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑼ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が3,000万円（建築一式は4,500万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の
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相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定専門技術者調書（別紙様式3） 

⑷ 「入札参加資格要件」⑶が確認できる書面 

⑸ 「入札参加資格要件」⑷が確認できる書面 

⑹ 配置予定技術者及び配置予定専門技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※1 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

※2 配置予定専門技術者調書（別紙様式3）に記載した資格・免許等に関するものを添付する

こと。 

⑺ 直近の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（写し） 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成26年12月22日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成26年12月22日（月） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成27年1月5日（月） 

午前9時から午後5時まで 

平成27年1月6日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成27年1月8日（木） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成26年12月25日（木） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成27年1月14日（水） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成27年1月16日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 
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入札期間 平成27年1月21日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成27年1月22日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成27年1月23日（金） 

午前9時30分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第６７号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   平成２６年１２月２５日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 募集職種及び採用予定人数 

募 集 職 種 土木Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

採用予定人数 若干名 

 

２ 受験資格 

 (1) 次に該当する人が受験できる。 

  ア 土木Ⅰ（上級） 

昭和６３年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学（土木専門課程）卒業程度の学力を必要とす

る。） 

  イ 土木Ⅱ（民間経験） 

昭和５４年４月２日以降に生まれた人で、民間企業での土木に関連する職務経験（設計、

施工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学（土木専門課程）卒業程度の学力を必要とす

る。） 

※民間企業での職務経験が３年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続し

て常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間が

該当し、複数の場合は、通算することができる。ただし、国家公務員又は地方公務員

としての職務期間は含まない。（平成２７年３月３１日現在で３年見込みの場合を含

む。） 

  ウ 土木Ⅲ（初級） 

平成５年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、高等学校（土木系）卒業程度の学力を必要とする。） 

 (2) 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 
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ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試 験 

 (1) 方 法 

ア 筆記試験（多枝選択式） 

試験区分 試験科目 出 題 分 野（予定） 

土木Ⅰ・Ⅱ 専門試験 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画
（都市計画を含む。）及び土木施工 

土木Ⅲ 専門試験 
数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理
学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土
木施工 

イ 面接試験（人物能力や意欲等についての個別又は集団面接による試験） 

 (2) 日時・場所 

平成２７年２月８日（日）午前９時から『亀岡市役所』において行う。 

 (3) 合格発表 

平成２７年２月下旬に通知する。 

 

４ 採 用 

 この試験の合格者は、職種ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成２７年４月１日

以降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成２８年４月１日までとする。 

 

５ 給 与 

（平成２６年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

区  分 土  木 

大学卒 １８２，５３２円 

大学卒（民間経験３年） １９６，９４８円 

高校卒 １４８，５０６円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 
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６ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申 込 

ア 申込みは、申込書、自己紹介書及び履歴書に必要事項を記入し、最近６箇月以内に撮影し

た本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を貼り、亀岡市企画管理部人事課

に提出することとする。（郵送可） 

イ 申込書等（申込書、自己紹介書、履歴書）を郵送する場合は、必ず簡易書留で封筒の表に

『採用試験受験』と朱書し、返信用封筒（８２円切手を貼って、宛先を明記したもの）を同

封のうえ送付すること。 

ウ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 (2) 受付期間 

 申込みは、持参の場合は平成２６年１２月２５日（木）から平成２７年１月２３日（金）ま

で受け付ける。（ただし、土曜日、日曜日を除き、午前９時から午後５時まで） 

 郵送の場合は締切日を平成２７年１月２１日（水）とし、締切日の消印のあるものは有効と

する。 

 

７ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市企画管理部人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２１５４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 
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第８４０号平成２７年１月１５日発行 

教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

                        亀岡市教育委員会委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第８号 

 

亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則（平成２１年亀岡市教育委員会規則

第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条の見出しを「（放課後児童支援員）」に改め、同条第１項中「指導員」を「放課後児童支

援員（以下「支援員」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「指導員」を「支援員」に改

める。 

 別表中 

「 

亀岡小学校第１放課後児童会 亀岡市内丸町１５番地 

亀岡小学校第２放課後児童会 亀岡市内丸町２６番地 

                                」 

を 

「 

亀岡小学校放課後児童会 亀岡市内丸町１５番地 

                                」 

に改める。 

 別記第１号様式中「指導員」を「放課後児童支援員」に改める。 
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第８４０号平成２７年１月１５日発行 

 別記第２号様式中「負担金の月額」を「負担金の額」に、 

「 

８月 月額         円 

                                 」 

を 

「 

８月     月額        円 

小学校の学年始休業日、夏季
休業日、冬季休業日及び学年
末休業日の場合 

 期間中の額        円 

                                 」 

に改め、同様式の備考１中「負担金額」を「負担金の額」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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第８４０号平成２７年１月１５日発行 

 

任免及び辞令 
 

             野 澤   健 

             上 原 久 和 

             塚 本 綏佳子 

（各 通）        川 畑   隆 

             岡 本 裕 介 

             多 胡 麻 衣 

             杉 崎   功 

亀岡市いじめ防止対策推進委員会委員に委嘱し

ます 

任期は平成２８年１２月２日までとします 

   平成２６年１２月３日 

 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５４号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２６年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４８１人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５５号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２６年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 
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第８４０号平成２７年１月１５日発行 

２４，６７５人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５６号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２６年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，３３８人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５７号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管

理者及び同職務代理者を次のとおり選任した。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

平成２６年１２月１４日 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 

投票管理者・同職務代理者一覧表 

地区名 
投票区 

番 号 

投 票 管 理 者 同 職 務 代 理 者 

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

亀 岡 
1 小 寺 邦 明 省略 服 部 哲 也 省略 

2 田 村 彌治郎 省略 數 井 克 俊 省略 

東別院 3 今 井 淳 喜 省略 山 下 直 高 省略 

西別院 
5 上 辻 冨士雄 省略 西 出 和 正 省略 

6 石 野 賢 一 省略 川 田 昌 亮 省略 

曽我部 
7 木 内   勉 省略 今 西 恵 一 省略 

8 佐 藤   護 省略 谷 口   裕 省略 

吉 川 9 美 馬 祥 伸 省略 大 西 光 治 省略 

稗田野 
10 松 井   務 省略 山 﨑 浩 久 省略 

11 栗 山 多 恭 省略 坂 田 泰 孝 省略 

本 梅 
12 川 勝   貢 省略 数 井 智 之 省略 

13 加 舍 貞 夫 省略 森   敏 郎 省略 

畑 野 
14 山 内   安 省略 山 内 美 恵 省略 

15 谷 口 文 雄 省略 野々口 岳 人 省略 

宮 前 

16 井 内 利 博 省略 眞里谷   努 省略 

17 人 見 敬 久 省略 三 宅 晃 圓 省略 

18 太 田   裕 省略 西 田 貴 弘 省略 

大 井 
19 川 勝 良 明 省略 三 宅 敦 史 省略 

20 髙 山 茂 樹 省略 中 川 秀 和 省略 

千代川 
21 奥 田 有 二 省略 野々村 寿 良 省略 

22 安 達 耕一郎 省略 俣 野 孝 明 省略 

馬 路 

23 人 見 次 男 省略 橋 本 泰 典 省略 

24 浅 田 義 一 省略 的 場 義 則 省略 

25 堤   末 夫 省略 中 野 明 之 省略 

旭 
26 平 井 厚 生 省略 松 本 英 樹 省略 

27 吉 川 正 勝 省略 川 勝 洋 太 省略 

千 歳 

28 小 泉 正 男 省略 吉 田 千 春 省略 

29 松 田 弘 和 省略 西 山   寛 省略 

30 平 野 哲 也 省略 木 村 邦 彦 省略 

河原林 
31 牧 澤 利 博 省略 平 井   透 省略 

32 桂   眞 一 省略 八 木 吉 之 省略 

保 津 33 溝 行 一 夫 省略 桂   和 裕 省略 

東本梅 
35 高 向   豊 省略 中 川 満 智 省略 

36 中 西   顯 省略 土 川 有 紀 省略 

篠 37 上 垣 伊三男 省略 篠 部 昌 和 省略 

篠・東つつじ 38 山 口 節 子 省略 山 内   剛 省略 

西つつじ 39 吉 開 守 和 省略 大西平四郎成人 省略 

亀 岡 40 芳 野 重 德 省略 人 見 真 司 省略 

篠 41 髙 木 平 夫 省略 髙 木   学 省略 

南つつじ 42 辻   卓 郎 省略 鵜 飼   均 省略 

東別院 43 濱 井 一 夫 省略 大 石 利 之 省略 

篠 44 庵 原   守 省略 木 村 公 一 省略 

「掲示済」 
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第８４０号平成２７年１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５８号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における各投票

区の投票所を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

投票区名 投票所の施設 所在地 

第 １ 投票区 亀岡小学校 亀岡市内丸町１５番地 

第 ２ 投票区 亀岡市役所市民ホール 亀岡市安町野々神８番地 

第 ３ 投票区 東別院町ふれあいセンター 亀岡市東別院町東掛一アン１５番地の８ 

第 ５ 投票区 亀岡市西別院生涯学習センター 亀岡市西別院町柚原佃１７番地 

第 ６ 投票区 犬甘野児童館 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下２、３、４番地 

第 ７ 投票区 曽我部公民館 亀岡市曽我部町南条北荒水代４－１ 

第 ８ 投票区 寺区公民館 亀岡市曽我部町寺広畑１２番地 

第 ９ 投票区 吉川公民館 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 

第１０投票区 亀岡市稗田野生涯学習センター 亀岡市稗田野町佐伯西ノ辻９番地の１ 

第１１投票区 奥条公民館 亀岡市稗田野町奥条大仲１７番地 

第１２投票区 ほんめ町ふれあいセンター 亀岡市本梅町井手梅原３番地 

第１３投票区 西加舎公民館 亀岡市本梅町西加舎塩賀１４番地の１ 

第１４投票区 畑野町公民館 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地の１ 

第１５投票区 土ケ畑公民館 亀岡市畑野町土ケ畑堂ノ下１９番地 

第１６投票区 宮川公民館 亀岡市宮前町宮川谷ノ下１０３番地 

第１７投票区 神前ふれあいサロン 亀岡市宮前町神前平見１番地の１ 

第１８投票区 猪倉公民館 亀岡市宮前町猪倉森ノ下１０番地 

第１９投票区 大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３番１号 

第２０投票区 小金岐区会議所 亀岡市大井町小金岐馬場崎２１番地 

第２１投票区 千代川町自治会館 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森１９番地 

第２２投票区 北ノ庄会議所 亀岡市千代川町北ノ庄市場２番地 

第２３投票区 馬路生涯学習センター 亀岡市馬路町流川２番地の１ 

第２４投票区 池尻区公民館 亀岡市馬路町池尻６０番地の１ 

第２５投票区 馬路老人センター 亀岡市馬路町小米田４５番地の４ 

第２６投票区 旭コミュニティセンター 亀岡市旭町年角２５番地 

第２７投票区 山階公民館 亀岡市旭町岩ケ谷８２番地 

第２８投票区 国分公民館 亀岡市千歳町国分西垣内１５番地の１ 

第２９投票区 千歳町自治会事務所 亀岡市千歳町千歳垣根２番地の３ 

第３０投票区 出雲公民館 亀岡市千歳町千歳南所２６番地 

第３１投票区 亀岡市河原林生涯学習センター 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地の１ 

第３２投票区 勝林島会議所 亀岡市河原林町勝林島稲荷５３番地 

第３３投票区 保津小学校 亀岡市保津町構ノ内２０番地 

第３５投票区 赤熊公民館 亀岡市東本梅町赤熊南垣内２２ 

第３６投票区 大内営農センター 亀岡市東本梅町大内上条３０番地 

第３７投票区 安詳小学校 亀岡市篠町篠中北裏６８番地 

第３８投票区 東つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市東つつじケ丘都台３丁目６番７号 

第３９投票区 西つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号
第４０投票区 亀岡市文化資料館 亀岡市古世町中内坪１番地 
第４１投票区 詳徳小学校 亀岡市篠町柏原田中３番地の１ 

第４２投票区 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４３番１号 

第４３投票区 見立自治会館 亀岡市東別院町鎌倉見立１９番地１７１号 

第４４投票区 西山区集会所 亀岡市篠町王子唐櫃越 1番地５１ 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第５９号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙における投票記載場所の氏名掲示の掲載順

序を定めるくじを行う場所及び日時を次のよう

に定める。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成２６年１２月２日 

       午後５時１０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６０号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期

日前投票所を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 市民ホール 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第６１号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前

投票所に係る投票管理者及び同職務代理者を次のとおり選任した。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

平成２６年１２月１４日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 

期日前投票所における投票管理者・同職務代理者 一覧表 

職務を行うべき日 
投 票 管 理 者  同職務代理者  

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

平成26年12月3日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成26年12月4日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成26年12月5日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成26年12月6日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成26年12月7日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成26年12月8日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成26年12月9日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成26年12月10日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成26年12月11日 岩 﨑 多 良 省略 野 﨑 千惠子 省略 

平成26年12月12日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成26年12月13日 野 﨑 千惠子 省略 岡 野 宗 忠 省略 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第６２号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選挙

区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選

挙において、在外選挙人名簿に登録されている

選挙人の国内における投票に係る期日前投票所

を次のとおり指定した。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 市民ホール 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６３号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開

票管理者及び同職務代理者を次のとおり選任し

た。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

開 票 管 理 者 省略 野﨑 千惠子

同職務代理者 省略 岡 野 宗 忠

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６４号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票の場

所及び日時を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 開票場所 

ガレリアかめおか 

亀岡市余部町宝久保１番地の１ 

２ 開票日時 

平成２６年１２月１４日 

午後９時１０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６５号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における亀

岡市開票区の開票立会人を定めるくじを行う場

所及び日時を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 
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２ 日 時  平成２６年１２月１１日 

午後５時００分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６６号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４８１人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６７号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

２４，６７５人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６８号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，３３８人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６９号 

 

亀岡市議会議員一般選挙に係る選

挙時登録の被登録資格決定の基準

日等について 

 

 平成２７年１月２５日執行の亀岡市議会議員

一般選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録につい

て、被登録資格の決定の基準となる日、登録を

行う日及び縦覧に供する期間を次のとおり定め

る。 
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   平成２６年１２月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 被登録資格の決定の基準となる日 

平成２７年１月１７日 

（ただし、年齢については平成２７年１

月２５日） 

２ 登録を行う日 

平成２７年１月１７日 

３ 縦覧に供する期間 

平成２７年１月１８日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７０号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総

選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の亀岡市開

票区においては、公職選挙法第６２条第２項、

第４項又は第５項の規定による開票立会人を定

めるくじは、行わない。 

 

   平成２６年１２月１１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第７１号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管

理者を次のとおり変更した。 

 

   平成２６年１２月１２日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

選 挙 区 
変  更  後 変  更  前 

住  所 氏 名 住  所 氏 名 

第３１投票区 省略 黒 田 幹 男 省略 牧 澤 利 博 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７２号 

 

 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票の日時を

次のように変更する。 

 

   平成２６年１２月１４日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 野﨑千惠子 

 

開票日時  平成２６年１２月１４日 午後９時０５分 

 

「掲示済」 
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市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２６年１２月１７日 

 

    亀岡市病院事業管理者 坂井茂子 

 

 亀岡市病院事業管理規程第５号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する

規程の一部を改正する規程 

 

第１条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程

（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 第 ５ 条 中 「 ３ ０ ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を   

「３０７，０００円」に改める。 

 第２３条中「京都府公立大学法人教職員退

職手当規程（平成２０年京都府公立大学法人

規程第１６号）第２条に規定する教職員のう

ち医師であるもの」を「独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条に規定

する独立行政法人の退職手当の支給に係る規

程等に規定する者のうち医師であるもの」に

改める。 

 附則第７項中「１００分の０．９７５」を

「１００分の１．２３７５」に、「１００分

の １ ． ２ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の      

１．５３７５」に、「１００分の６５」を

「１００分の８２．５」に、「１００分の 

８５」を「１００分の１０２．５」に改める。 

 別表第１、別表第２及び別表第７を次のよ

うに改める。 
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9
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1
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3
7
9
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0 
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0
0

4
4
9
,0
0
0

5
2 

2
1
2
,1
0
0 

2
7
0
,4
0
0 

3
1
6
,6
0
0 

3
6
2
,0
0
0 

3
8
0
,6
0
0 

4
0
7
,3
0
0

4
4
9
,8
0
0

5
3 

2
1
3
,3
0
0 

2
7
1
,5
0
0 

3
1
8
,3
0
0 

3
6
2
,9
0
0 

3
8
1
,3
0
0 

4
0
8
,0
0
0

4
5
0
,4
0
0

5
4 

2
1
4
,3
0
0 

2
7
2
,7
0
0 

3
1
9
,9
0
0 

3
6
4
,0
0
0 

3
8
2
,0
0
0 

4
0
8
,7
0
0

4
5
1
,2
0
0

5
5 

2
1
5
,3
0
0 

2
7
4
,0
0
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3
2
1
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0
0 

3
6
5
,0
0
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3
8
2
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0
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9
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2
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0
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1
6
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0
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7
5
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0
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2
3
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0
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0
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8
3
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1
0
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0
0
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5
2
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0
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2
1
7
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0
0 

2
7
6
,4
0
0 

3
2
4
,6
0
0 

3
6
7
,0
0
0 

3
8
3
,9
0
0 

4
1
0
,6
0
0

4
5
3
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0
0

5
8 

2
1
8
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0
0 

2
7
7
,5
0
0 

3
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5
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0
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6
7
,7
0
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3
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,5
0
0 

4
1
1
,2
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5
4
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0
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1
9
,0
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7
8
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0
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3
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7
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0
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6
8
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0
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3
8
5
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4
1
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0
0
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4
,8
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0
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0
,0
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7
9
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0
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8
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0
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6
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0
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8
5
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1
2
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5
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0
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0
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9
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0
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3
6
9
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3
8
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,3
0
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4
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6
,2
0
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,8
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0
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3
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0
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1
2
1 

 
3
0
6
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0
0 
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2
2 

 
3
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0
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1
2
3 

 
3
0
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0
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1
2
4 

 
3
0
7
,6
0
0 

 
 

 
 

1
2
5 

 
3
0
8
,0
0
0 

 
 

 
 

再
任
用

 
職

 
員

 
 

1
8
5
,8
0
0 

2
1
3
,4
0
0 

2
5
7
,6
0
0 

2
7
7
,8
0
0 

2
9
3
,2
0
0 

3
1
9
,1
0
0

3
6
1
,6
0
0

備
考

 
こ

の
表
は

、
他

の
給
料

表
の
適

用
を
受
け

な
い
全

て
の
職

員
に
適

用
す
る

。
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別
表
第
２

（
第

２
条
関

係
）

 医
 

療
 
職

 
給

 
料
 

表
 

（
１
）

 

職
員
の

区
 
分
 

職
務
 

の
級
 

 
号
給
 

1
級
 

2
級
 

3級
 

4級
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
 

円
 

2
4
0
,1
00
 

円
 

3
2
5
,7
00
 

円
 

3
9
2,
6
00
 

円
4
6
8,
6
00

1 2 
2
4
2
,6
00
 

3
2
8
,8
00
 

3
9
5,
5
00
 

4
7
0,
9
00

3 
2
4
5
,1
00
 

3
3
1
,9
00
 

3
9
8,
4
00
 

4
7
3,
2
00

4 
2
4
7
,6
00
 

3
3
5
,0
00
 

4
0
1,
3
00
 

4
7
5,
5
00

5 
2
4
9
,9
00
 

3
3
7
,8
00
 

4
0
4,
0
00
 

4
7
7,
8
00

6 
2
5
3
,7
00
 

3
4
1
,1
00
 

4
0
6,
8
00
 

4
8
0,
0
00

7 
2
5
7
,5
00
 

3
4
4
,4
00
 

4
0
9,
6
00
 

4
8
2,
2
00

8 
2
6
1
,3
00
 

3
4
7
,7
00
 

4
1
2,
4
00
 

4
8
4,
4
00

9 
2
6
4
,9
00
 

3
5
0
,7
00
 

4
1
5,
0
00
 

4
8
6,
5
00

1
0 

2
6
8
,9
00
 

3
5
3
,9
00
 

4
1
7,
7
00
 

4
8
8,
6
00

1
1 

2
7
2
,9
00
 

3
5
7
,1
00
 

4
2
0,
4
00
 

4
9
0,
7
00

1
2 

2
7
6
,9
00
 

3
6
0
,3
00
 

4
2
3,
1
00
 

4
9
2,
8
00

1
3 

2
8
0
,7
00
 

3
6
3
,4
00
 

4
2
5,
6
00
 

4
9
4,
9
00

1
4 

2
8
4
,7
00
 

3
6
7
,1
00
 

4
2
8,
1
00
 

4
9
7,
0
00

1
5 

2
8
8
,7
00
 

3
7
0
,7
00
 

4
3
0,
5
00
 

4
9
9,
1
00

1
6 

2
9
2
,7
00
 

3
7
4
,4
00
 

4
3
3,
0
00
 

5
0
1,
2
00

1
7 

2
9
6
,5
00
 

3
7
8
,0
00
 

4
3
5,
2
00
 

5
0
3,
3
00

1
8 

3
0
0
,1
00
 

3
8
0
,7
00
 

4
3
7,
6
00
 

5
0
5,
3
00

1
9 

3
0
3
,7
00
 

3
8
3
,5
00
 

4
4
0,
0
00
 

5
0
7,
3
00

2
0 

3
0
7
,3
00
 

3
8
6
,3
00
 

4
4
2,
4
00
 

5
0
9,
3
00

2
1 

3
1
1
,0
00
 

3
8
9
,2
00
 

4
4
4,
5
00
 

5
1
1,
1
00

2
2 

3
1
4
,8
00
 

3
9
1
,8
00
 

4
4
6,
9
00
 

5
1
2,
9
00

2
3 

3
1
8
,5
00
 

3
9
4
,4
00
 

4
4
9,
3
00
 

5
1
4,
8
00

2
4 

3
2
2
,2
00
 

3
9
7
,0
00
 

4
5
1,
6
00
 

5
1
6,
7
00

2
5 

3
2
5
,8
00
 

3
9
9
,4
00
 

4
5
3,
8
00
 

5
1
8,
4
00

2
6 

3
2
8
,6
00
 

4
0
1
,7
00
 

4
5
6,
1
00
 

5
2
0,
2
00

2
7 

3
3
1
,4
00
 

4
0
4
,0
00
 

4
5
8,
4
00
 

5
2
2,
0
00

2
8 

3
3
4
,2
00
 

4
0
6
,3
00
 

4
6
0,
7
00
 

5
2
3,
8
00

2
9 

3
3
7
,0
00
 

4
0
8
,7
00
 

4
6
2,
9
00
 

5
2
5,
7
00

3
0 

3
3
9
,4
00
 

4
1
0
,8
00
 

4
6
5,
2
00
 

5
2
7,
5
00

3
1 

3
4
1
,8
00
 

4
1
2
,8
00
 

4
6
7,
5
00
 

5
2
9,
3
00

3
2 

3
4
4
,2
00
 

4
1
4
,9
00
 

4
6
9,
8
00
 

5
3
1,
1
00

 

  
3
3
 

3
4
6
,
6
00

4
1
7
,
0
00
 

4
7
1
,
8
00
 

5
3
2
,
7
00

3
4
 

3
4
9
,
1
00

4
1
9
,
0
00
 

4
7
3
,
9
00
 

5
3
4
,
5
00

3
5
 

3
5
1
,
5
00

4
2
1
,
0
00
 

4
7
6
,
0
00
 

5
3
6
,
2
00

3
6
 

3
5
4
,
0
00

4
2
3
,
0
00
 

4
7
8
,
1
00
 

5
3
8
,
0
00

3
7
 

3
5
6
,
4
00

4
2
5
,
1
00
 

4
8
0
,
2
00
 

5
3
9
,
6
00

3
8
 

3
5
8
,
8
00

4
2
7
,
1
00
 

4
8
2
,
0
00
 

5
4
1
,
2
00

3
9
 

3
6
1
,
2
00

4
2
9
,
1
00
 

4
8
3
,
8
00
 

5
4
2
,
6
00

4
0
 

3
6
3
,
6
00

4
3
1
,
1
00
 

4
8
5
,
6
00
 

5
4
4
,
2
00

4
1
 

3
6
5
,
9
00

4
3
3
,
1
00
 

4
8
7
,
3
00
 

5
4
5
,
7
00

4
2
 

3
6
7
,
4
00

4
3
4
,
9
00
 

4
8
9
,
1
00
 

5
4
7
,
1
00

4
3
 

3
6
8
,
9
00

4
3
6
,
7
00
 

4
9
0
,
9
00
 

5
4
8
,
5
00

4
4
 

3
7
0
,
4
00

4
3
8
,
5
00
 

4
9
2
,
7
00
 

5
4
9
,
8
00

4
5
 

3
7
1
,
9
00

4
4
0
,
4
00
 

4
9
4
,
3
00
 

5
5
1
,
0
00

4
6
 

3
7
3
,
3
00

4
4
2
,
2
00
 

4
9
6
,
0
00
 

5
5
2
,
0
00

4
7
 

3
7
4
,
8
00

4
4
4
,
0
00
 

4
9
7
,
8
00
 

5
5
3
,
0
00

4
8
 

3
7
6
,
3
00

4
4
5
,
8
00
 

4
9
9
,
6
00
 

5
5
4
,
0
00

4
9
 

3
7
7
,
6
00

4
4
7
,
6
00
 

5
0
1
,
2
00
 

5
5
5
,
0
00

5
0
 

3
7
8
,
6
00

4
4
9
,
3
00
 

5
0
2
,
5
00
 

5
5
5
,
9
00

5
1
 

3
7
9
,
6
00

4
5
1
,
1
00
 

5
0
3
,
8
00
 

5
5
6
,
8
00

5
2
 

3
8
0
,
6
00

4
5
2
,
9
00
 

5
0
5
,
1
00
 

5
5
7
,
7
00

5
3
 

3
8
1
,
6
00

4
5
4
,
8
00
 

5
0
6
,
4
00
 

5
5
8
,
5
00

5
4
 

3
8
2
,
5
00

4
5
6
,
0
00
 

5
0
7
,
7
00
 

5
5
9
,
4
00

5
5
 

3
8
3
,
4
00

4
5
7
,
2
00
 

5
0
9
,
0
00
 

5
6
0
,
3
00

5
6
 

3
8
4
,
3
00

4
5
8
,
4
00
 

5
1
0
,
3
00
 

5
6
1
,
2
00

5
7
 

3
8
5
,
3
00

4
5
9
,
6
00
 

5
1
1
,
3
00
 

5
6
2
,
1
00

5
8
 

3
8
6
,
2
00

4
6
0
,
6
00
 

5
1
2
,
1
00
 

5
6
3
,
0
00

5
9
 

3
8
7
,
0
00

4
6
1
,
6
00
 

5
1
2
,
9
00
 

5
6
3
,
9
00

6
0
 

3
8
7
,
9
00

4
6
2
,
6
00
 

5
1
3
,
7
00
 

5
6
4
,
6
00

6
1
 

3
8
8
,
7
00

4
6
3
,
4
00
 

5
1
4
,
6
00
 

5
6
5
,
5
00

6
2
 

3
8
9
,
2
00

4
6
4
,
1
00
 

5
1
5
,
4
00
 

5
6
6
,
4
00

6
3
 

3
8
9
,
7
00

4
6
4
,
8
00
 

5
1
6
,
3
00
 

5
6
7
,
3
00

6
4
 

3
9
0
,
2
00

4
6
5
,
5
00
 

5
1
7
,
1
00
 

5
6
8
,
2
00

6
5
 

3
9
0
,
5
00

4
6
6
,
2
00
 

5
1
8
,
0
00
 

5
6
9
,
1
00

6
6
 

4
6
6
,
9
00
 

5
1
8
,
9
00
 

6
7
 

4
6
7
,
6
00
 

5
1
9
,
6
00
 

6
8
 

4
6
8
,
3
00
 

5
2
0
,
5
00
 

6
9
 

4
6
8
,
8
00
 

5
2
1
,
4
00
 

7
0
 

4
6
9
,
5
00
 

5
2
2
,
2
00
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7
1 

 
4
7
0
,2
00
 

5
2
3,
1
00
 

7
2 

 
4
7
0
,9
00
 

5
2
4,
0
00
 

7
3 

 
4
7
1
,3
00
 

5
2
4,
8
00
 

7
4 

 
4
7
1
,9
00
 

5
2
5,
7
00
 

7
5 

 
4
7
2
,6
00
 

5
2
6,
6
00
 

7
6 

 
4
7
3
,3
00
 

5
2
7,
3
00
 

7
7 

 
4
7
3
,7
00
 

5
2
8,
1
00
 

7
8 

 
4
7
4
,3
00
 

5
2
9,
0
00
 

7
9 

 
4
7
4
,9
00
 

5
2
9,
9
00
 

8
0 

 
4
7
5
,4
00
 

5
3
0,
8
00
 

8
1 

 
4
7
6
,0
00
 

5
3
1,
6
00
 

8
2 

 
4
7
6
,5
00
 

5
3
2,
5
00
 

8
3 

 
4
7
7
,0
00
 

5
3
3,
4
00
 

8
4 

 
4
7
7
,5
00
 

5
3
4,
3
00
 

8
5 

 
4
7
7
,9
00
 

5
3
5,
1
00
 

8
6 

 
4
7
8
,5
00
 

5
3
6,
0
00
 

8
7 

 
4
7
8
,9
00
 

5
3
6,
9
00
 

8
8 

 
4
7
9
,4
00
 

5
3
7,
8
00
 

8
9 

 
4
7
9
,9
00
 

5
3
8,
6
00
 

9
0 

 
4
8
0
,5
00
 

 

9
1 

 
4
8
1
,1
00
 

 

9
2 

 
4
8
1
,5
00
 

 

9
3 

 
4
8
2
,0
00
 

 

9
4 

 
4
8
2
,6
00
 

 

9
5 

 
4
8
3
,2
00
 

 

9
6 

 
4
8
3
,8
00
 

 

9
7 

 
4
8
4
,3
00
 

 

再
任
用

職
 
員
 

 
2
9
3
,8
00
 

3
3
6
,2
00
 

3
9
0,
6
00
 

4
6
3,
7
00

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務

す
る

医
師

に
適

用
す

る
。
 

医
 

療
 
職

 
給

 
料
 

表
 

（
２
）

 

職
員

の
区
 

分
 

職
務
 

の
級
 

 
号

給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料
月
額
 

再
任

用
職
員

以
外
の

職
員
 

 
1
 

円
 

1
4
2
,4
00
 

円
 

18
0
,
3
00
 

円
 

2
1
5
,5
00
 

円
 

2
4
3
,
70
0 

円
2
81
,
3
00

円
3
3
0
,
20
0

2
 

1
4
3
,8
00
 

18
1
,
9
00
 

2
1
7
,1
00
 

2
4
5
,
30
0 

2
83
,
5
00

3
3
2
,
30
0

3
 

1
4
5
,2
00
 

18
3
,
5
00
 

2
1
8
,7
00
 

2
4
6
,
90
0 

2
85
,
7
00

3
3
4
,
50
0

4
 

1
4
6
,6
00
 

18
5
,
1
00
 

2
2
0
,3
00
 

2
4
8
,
50
0 

2
87
,
9
00

3
3
6
,
70
0

5
 

1
4
7
,8
00
 

18
6
,
6
00
 

2
2
1
,9
00
 

2
4
9
,
90
0 

2
90
,
1
00

3
3
8
,
80
0

6
 

1
4
9
,6
00
 

18
8
,
2
00
 

2
2
3
,6
00
 

2
5
1
,
50
0 

2
92
,
3
00

3
4
1
,
00
0

7
 

1
5
1
,3
00
 

18
9
,
8
00
 

2
2
5
,3
00
 

2
5
3
,
00
0 

2
94
,
5
00

3
4
3
,
20
0

8
 

1
5
3
,0
00
 

19
1
,
3
00
 

2
2
7
,0
00
 

2
5
4
,
60
0 

2
96
,
7
00

3
4
5
,
40
0

9
 

1
5
4
,7
00
 

19
2
,
9
00
 

2
2
8
,6
00
 

2
5
6
,
00
0 

2
98
,
8
00

3
4
7
,
40
0

1
0
 

1
5
6
,4
00
 

19
4
,
6
00
 

2
3
0
,4
00
 

2
5
7
,
50
0 

3
01
,
0
00

3
4
9
,
60
0

1
1
 

1
5
8
,1
00
 

19
6
,
2
00
 

2
3
2
,1
00
 

2
5
9
,
00
0 

3
03
,
2
00

3
5
1
,
80
0

1
2
 

1
5
9
,9
00
 

19
7
,
9
00
 

2
3
3
,8
00
 

2
6
0
,
50
0 

3
05
,
4
00

3
5
4
,
00
0

1
3
 

1
6
1
,4
00
 

19
9
,
5
00
 

2
3
5
,6
00
 

2
6
1
,
90
0 

3
07
,
6
00

3
5
5
,
70
0

1
4
 

1
6
3
,3
00
 

20
1
,
1
00
 

2
3
7
,2
00
 

2
6
3
,
80
0 

3
09
,
7
00

3
5
7
,
70
0

1
5
 

1
6
5
,3
00
 

20
2
,
7
00
 

2
3
8
,8
00
 

2
6
5
,
70
0 

3
11
,
8
00

3
5
9
,
70
0

1
6
 

1
6
7
,2
00
 

20
4
,
3
00
 

2
4
0
,4
00
 

2
6
7
,
50
0 

3
13
,
9
00

3
6
1
,
70
0

1
7
 

1
6
9
,1
00
 

20
5
,
8
00
 

2
4
1
,8
00
 

2
6
9
,
20
0 

3
16
,
1
00

3
6
3
,
70
0

1
8
 

1
7
1
,0
00
 

20
7
,
5
00
 

2
4
3
,4
00
 

2
7
1
,
10
0 

3
18
,
2
00

3
6
5
,
80
0

1
9
 

1
7
2
,8
00
 

20
9
,
2
00
 

2
4
4
,9
00
 

2
7
3
,
00
0 

3
20
,
3
00

3
6
7
,
80
0

2
0
 

1
7
4
,7
00
 

21
0
,
9
00
 

2
4
6
,5
00
 

2
7
4
,
90
0 

3
22
,
4
00

3
6
9
,
90
0

2
1
 

1
7
6
,6
00
 

21
2
,
4
00
 

2
4
8
,0
00
 

2
7
6
,
70
0 

3
24
,
4
00

3
7
1
,
70
0

2
2
 

1
7
8
,1
00
 

21
4
,
0
00
 

2
4
9
,5
00
 

2
7
8
,
60
0 

3
26
,
4
00

3
7
3
,
80
0

2
3
 

1
7
9
,6
00
 

21
5
,
6
00
 

2
5
1
,0
00
 

2
8
0
,
50
0 

3
28
,
4
00

3
7
5
,
90
0

2
4
 

1
8
1
,1
00
 

21
7
,
2
00
 

2
5
2
,5
00
 

2
8
2
,
40
0 

3
30
,
4
00

3
7
8
,
00
0

2
5
 

1
8
2
,7
00
 

21
8
,
7
00
 

2
5
3
,9
00
 

2
8
4
,
30
0 

3
32
,
4
00

3
7
9
,
50
0

2
6
 

1
8
4
,2
00
 

22
0
,
3
00
 

2
5
5
,6
00
 

2
8
6
,
20
0 

3
34
,
4
00

3
8
1
,
30
0

2
7
 

1
8
5
,7
00
 

22
1
,
9
00
 

2
5
7
,3
00
 

2
8
8
,
10
0 

3
36
,
4
00

3
8
3
,
10
0

2
8
 

1
8
7
,1
00
 

22
3
,
5
00
 

2
5
9
,0
00
 

2
9
0
,
00
0 

3
38
,
4
00

3
8
4
,
90
0

2
9
 

1
8
8
,7
00
 

22
5
,
1
00
 

2
6
0
,7
00
 

2
9
2
,
00
0 

3
40
,
1
00

3
8
6
,
70
0

3
0
 

1
9
0
,0
00
 

22
6
,
8
00
 

2
6
2
,5
00
 

2
9
3
,
90
0 

3
41
,
9
00

3
8
8
,
20
0

3
1
 

1
9
1
,3
00
 

22
8
,
5
00
 

2
6
4
,3
00
 

2
9
5
,
80
0 

3
43
,
7
00

3
8
9
,
90
0
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3
2
 

1
92
,
6
00
 

2
3
0
,
2
00
 

2
6
6
,
1
00
 

2
9
7
,
7
00
 

3
4
5
,
5
00

3
9
1
,
6
00

3
3
 

1
94
,
0
00
 

2
3
1
,
8
00
 

2
6
7
,
6
00
 

2
9
9
,
5
00
 

3
4
7
,
3
00

3
9
3
,
0
00

3
4
 

1
95
,
4
00
 

2
3
3
,
4
00
 

2
6
9
,
4
00
 

3
0
1
,
3
00
 

3
4
9
,
2
00

3
9
4
,
3
00

3
5
 

1
96
,
8
00
 

2
3
4
,
9
00
 

2
7
1
,
2
00
 

3
0
3
,
1
00
 

3
5
1
,
1
00

3
9
5
,
6
00

3
6
 

1
98
,
2
00
 

2
3
6
,
5
00
 

2
7
3
,
0
00
 

3
0
4
,
9
00
 

3
5
3
,
0
00

3
9
6
,
9
00

3
7
 

1
99
,
3
00
 

2
3
8
,
0
00
 

2
7
4
,
6
00
 

3
0
6
,
5
00
 

3
5
4
,
8
00

3
9
8
,
0
00

3
8
 

2
00
,
6
00
 

2
3
9
,
6
00
 

2
7
6
,
3
00
 

3
0
8
,
2
00
 

3
5
6
,
5
00

3
9
9
,
2
00

3
9
 

2
01
,
9
00
 

2
4
1
,
2
00
 

2
7
8
,
0
00
 

3
0
9
,
9
00
 

3
5
8
,
2
00

4
0
0
,
3
00

4
0
 

2
03
,
2
00
 

2
4
2
,
8
00
 

2
7
9
,
7
00
 

3
1
1
,
6
00
 

3
5
9
,
9
00

4
0
1
,
5
00

4
1
 

2
04
,
4
00
 

2
4
4
,
2
00
 

2
8
1
,
4
00
 

3
1
3
,
4
00
 

3
6
1
,
1
00

4
0
2
,
3
00

4
2
 

2
05
,
6
00
 

2
4
5
,
7
00
 

2
8
3
,
1
00
 

3
1
5
,
1
00
 

3
6
2
,
3
00

4
0
3
,
1
00

4
3
 

2
06
,
8
00
 

2
4
7
,
2
00
 

2
8
4
,
8
00
 

3
1
6
,
8
00
 

3
6
3
,
5
00

4
0
3
,
9
00

4
4
 

2
08
,
0
00
 

2
4
8
,
7
00
 

2
8
6
,
5
00
 

3
1
8
,
5
00
 

3
6
4
,
7
00

4
0
4
,
7
00

4
5
 

2
09
,
2
00
 

2
5
0
,
1
00
 

2
8
8
,
2
00
 

3
1
9
,
7
00
 

3
6
5
,
9
00

4
0
5
,
1
00

4
6
 

2
10
,
3
00
 

2
5
1
,
7
00
 

2
8
9
,
9
00
 

3
2
1
,
2
00
 

3
6
6
,
7
00

4
0
5
,
8
00

4
7
 

2
11
,
4
00
 

2
5
3
,
3
00
 

2
9
1
,
6
00
 

3
2
2
,
7
00
 

3
6
7
,
9
00

4
0
6
,
5
00

4
8
 

2
12
,
5
00
 

2
5
4
,
9
00
 

2
9
3
,
3
00
 

3
2
4
,
3
00
 

3
6
9
,
0
00

4
0
7
,
2
00

4
9
 

2
13
,
6
00
 

2
5
6
,
5
00
 

2
9
4
,
7
00
 

3
2
5
,
8
00
 

3
7
0
,
1
00

4
0
7
,
9
00

5
0
 

2
14
,
6
00
 

2
5
7
,
9
00
 

2
9
6
,
3
00
 

3
2
7
,
1
00
 

3
7
1
,
1
00

4
0
8
,
6
00

5
1
 

2
15
,
6
00
 

2
5
9
,
3
00
 

2
9
7
,
9
00
 

3
2
8
,
4
00
 

3
7
2
,
1
00

4
0
9
,
3
00

5
2
 

2
16
,
6
00
 

2
6
0
,
7
00
 

2
9
9
,
5
00
 

3
2
9
,
7
00
 

3
7
3
,
1
00

4
0
9
,
9
00

5
3
 

2
17
,
4
00
 

2
6
1
,
9
00
 

3
0
0
,
9
00
 

3
3
0
,
8
00
 

3
7
3
,
9
00

4
1
0
,
5
00

5
4
 

2
18
,
4
00
 

2
6
3
,
3
00
 

3
0
2
,
4
00
 

3
3
1
,
8
00
 

3
7
4
,
8
00

4
1
1
,
1
00

5
5
 

2
19
,
3
00
 

2
6
4
,
7
00
 

3
0
3
,
9
00
 

3
3
2
,
9
00
 

3
7
5
,
7
00

4
1
1
,
7
00

5
6
 

2
20
,
3
00
 

2
6
6
,
1
00
 

3
0
5
,
4
00
 

3
3
4
,
0
00
 

3
7
6
,
6
00

4
1
2
,
3
00

5
7
 

2
21
,
1
00
 

2
6
7
,
2
00
 

3
0
6
,
7
00
 

3
3
4
,
5
00
 

3
7
7
,
2
00

4
1
2
,
8
00

5
8
 

2
22
,
0
00
 

2
6
8
,
5
00
 

3
0
8
,
0
00
 

3
3
5
,
4
00
 

3
7
8
,
0
00

4
1
3
,
5
00

5
9
 

2
22
,
9
00
 

2
6
9
,
8
00
 

3
0
9
,
3
00
 

3
3
6
,
2
00
 

3
7
8
,
8
00

4
1
4
,
1
00

6
0
 

2
23
,
8
00
 

2
7
1
,
1
00
 

3
1
0
,
7
00
 

3
3
7
,
1
00
 

3
7
9
,
6
00

4
1
4
,
8
00

6
1
 

2
24
,
7
00
 

2
7
2
,
2
00
 

3
1
2
,
0
00
 

3
3
7
,
9
00
 

3
8
0
,
0
00

4
1
5
,
1
00

6
2
 

2
25
,
7
00
 

2
7
3
,
4
00
 

3
1
3
,
3
00
 

3
3
8
,
2
00
 

3
8
0
,
7
00

4
1
5
,
6
00

6
3
 

2
26
,
7
00
 

2
7
4
,
7
00
 

3
1
4
,
6
00
 

3
3
8
,
9
00
 

3
8
1
,
4
00

4
1
6
,
3
00

6
4
 

2
27
,
8
00
 

2
7
6
,
0
00
 

3
1
5
,
9
00
 

3
3
9
,
6
00
 

3
8
2
,
1
00

4
1
7
,
0
00

6
5
 

2
28
,
5
00
 

2
7
7
,
1
00
 

3
1
7
,
3
00
 

3
4
0
,
2
00
 

3
8
2
,
6
00

4
1
7
,
3
00

6
6
 

2
29
,
4
00
 

2
7
8
,
2
00
 

3
1
8
,
1
00
 

3
4
0
,
9
00
 

3
8
3
,
2
00

4
1
8
,
0
00

6
7
 

2
30
,
3
00
 

2
7
9
,
3
00
 

3
1
8
,
9
00
 

3
4
1
,
6
00
 

3
8
3
,
9
00

4
1
8
,
7
00

  
6
8
 

2
31
,
2
00
 

2
8
0
,
4
00
 

3
1
9
,
7
00
 

3
4
2
,
3
00
 

3
8
4
,
5
00

4
1
9
,
4
00

6
9
 

2
31
,
9
00
 

2
8
1
,
5
00
 

3
2
0
,
3
00
 

3
4
3
,
0
00
 

3
8
5
,
0
00

4
1
9
,
9
00

7
0
 

2
32
,
6
00
 

2
8
2
,
6
00
 

3
2
1
,
0
00
 

3
4
3
,
6
00
 

3
8
5
,
5
00

7
1
 

2
33
,
3
00
 

2
8
3
,
7
00
 

3
2
1
,
7
00
 

3
4
4
,
2
00
 

3
8
6
,
0
00

7
2
 

2
34
,
0
00
 

2
8
4
,
8
00
 

3
2
2
,
3
00
 

3
4
4
,
8
00
 

3
8
6
,
5
00

7
3
 

2
34
,
7
00
 

2
8
5
,
7
00
 

3
2
3
,
1
00
 

3
4
5
,
1
00
 

3
8
7
,
1
00

7
4
 

2
35
,
5
00
 

2
8
6
,
4
00
 

3
2
3
,
3
00
 

3
4
5
,
7
00
 

3
8
7
,
6
00

7
5
 

2
36
,
3
00
 

2
8
7
,
1
00
 

3
2
3
,
9
00
 

3
4
6
,
2
00
 

3
8
8
,
2
00

7
6
 

2
37
,
1
00
 

2
8
7
,
9
00
 

3
2
4
,
5
00
 

3
4
6
,
8
00
 

3
8
8
,
8
00

7
7
 

2
37
,
7
00
 

2
8
8
,
7
00
 

3
2
5
,
1
00
 

3
4
7
,
3
00
 

3
8
9
,
3
00

7
8
 

2
38
,
3
00
 

2
8
9
,
3
00
 

3
2
5
,
6
00
 

3
4
7
,
8
00
 

3
8
9
,
8
00

7
9
 

2
38
,
9
00
 

2
8
9
,
9
00
 

3
2
6
,
1
00
 

3
4
8
,
3
00
 

3
9
0
,
4
00

8
0
 

2
39
,
5
00
 

2
9
0
,
5
00
 

3
2
6
,
6
00
 

3
4
8
,
8
00
 

3
9
1
,
0
00

8
1
 

2
39
,
9
00
 

2
9
1
,
2
00
 

3
2
7
,
2
00
 

3
4
9
,
1
00
 

3
9
1
,
5
00

8
2
 

2
40
,
3
00
 

2
9
1
,
7
00
 

3
2
7
,
7
00
 

3
4
9
,
4
00
 

3
9
2
,
1
00

8
3
 

2
40
,
7
00
 

2
9
2
,
2
00
 

3
2
8
,
2
00
 

3
4
9
,
8
00
 

3
9
2
,
7
00

8
4
 

2
41
,
1
00
 

2
9
2
,
6
00
 

3
2
8
,
7
00
 

3
5
0
,
1
00
 

3
9
3
,
3
00

8
5
 

2
41
,
5
00
 

2
9
2
,
8
00
 

3
2
9
,
2
00
 

3
5
0
,
6
00
 

3
9
4
,
0
00

8
6
 

 
2
9
3
,
0
00
 

3
2
9
,
6
00
 

3
5
0
,
9
00
 

3
9
4
,
6
00

8
7
 

 
2
9
3
,
2
00
 

3
2
9
,
8
00
 

3
5
1
,
2
00
 

3
9
5
,
2
00

8
8
 

 
2
9
3
,
4
00
 

3
3
0
,
2
00
 

3
5
1
,
5
00
 

3
9
5
,
8
00

8
9
 

 
2
9
3
,
8
00
 

3
3
0
,
6
00
 

3
5
1
,
9
00
 

3
9
6
,
5
00

9
0
 

 
2
9
4
,
0
00
 

3
3
1
,
0
00
 

3
5
2
,
2
00
 

3
9
7
,
1
00

9
1
 

 
2
9
4
,
2
00
 

3
3
1
,
4
00
 

3
5
2
,
6
00
 

3
9
7
,
7
00

9
2
 

 
2
9
4
,
4
00
 

3
3
1
,
8
00
 

3
5
2
,
9
00
 

3
9
8
,
3
00

9
3
 

 
2
9
4
,
8
00
 

3
3
2
,
2
00
 

3
5
3
,
3
00
 

3
9
9
,
0
00

9
4
 

 
2
9
5
,
0
00
 

3
3
2
,
4
00
 

3
5
3
,
6
00
 

3
9
9
,
6
00

9
5
 

 
2
9
5
,
2
00
 

3
3
2
,
8
00
 

3
5
4
,
0
00
 

4
0
0
,
2
00

9
6
 

 
2
9
5
,
5
00
 

3
3
3
,
1
00
 

3
5
4
,
3
00
 

4
0
0
,
8
00

9
7
 

 
2
9
5
,
9
00
 

3
3
3
,
3
00
 

3
5
4
,
6
00
 

4
0
1
,
5
00

9
8
 

 
2
9
6
,
2
00
 

3
3
3
,
6
00
 

3
5
5
,
0
00
 

9
9
 

 
2
9
6
,
5
00
 

3
3
3
,
9
00
 

3
5
5
,
4
00
 

1
0
0 

 
2
9
6
,
8
00
 

3
3
4
,
2
00
 

3
5
5
,
8
00
 

1
0
1 

 
2
9
7
,
1
00
 

3
3
4
,
4
00
 

3
5
6
,
3
00
 

1
0
2 

 
2
9
7
,
3
00
 

3
3
4
,
7
00
 

3
5
6
,
7
00
 

1
0
3 

 
2
9
7
,
6
00
 

3
3
5
,
1
00
 

3
5
7
,
1
00
 



 
亀 岡 市 公 報 

 80 

第８４０号平成２７年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1
0
4 

 
2
9
7
,
9
00
 

3
3
5
,
3
00
 

3
5
7
,
5
00
 

1
0
5 

 
2
9
8
,
2
00
 

3
3
5
,
4
00
 

3
5
8
,
0
00
 

1
0
6 

 
 

3
3
5
,
7
00
 

 

1
0
7 

 
 

3
3
6
,
1
00
 

 

1
0
8 

 
 

3
3
6
,
3
00
 

 

1
0
9 

 
 

3
3
6
,
5
00
 

 

1
1
0 

 
 

3
3
6
,
9
00
 

 

1
1
1 

 
 

3
3
7
,
3
00
 

 

1
1
2 

 
 

3
3
7
,
7
00
 

 

1
1
3 

 
 

3
3
7
,
9
00
 

 

再
任

用
職

 
員
 

 
1
86
,
8
00
 

2
1
3
,
5
00
 

2
4
5
,
7
00
 

2
5
9
,
3
00
 

2
8
5
,
5
00

3
2
7
,
0
00

備
考

 
こ

の
表

は
、
病

院
に
勤

務
す
る

薬
剤

師
、

診
療

放
射

線
技

師
、

臨
床

検
査

技
師
、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

、
管

理
栄
養

士
、

栄
養
士

、
医

療
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

及
び
そ

の
他

の
職

員
で

管
理

者
が

定
め
る
も

の
に
適

用
す

る
。
 

医
 

療
 
職

 
給

 
料
 

表
 

（
３
）

 

職
員

の
区
 

分
 

職
務
 

の
級
 

 
号

給
 

1
級
 

2級
 

3
級
 

4
級
 

5級
 

6
級
 

給
料
月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 1 
円

 
15
5
,
6
00
 

円
 

1
82
,
9
00
 

円
 

2
3
1
,
40
0 

円
 

2
5
6
,6
00
 

円
2
87
,
2
00

円
3
3
3
,
50
0

2 
15
7
,
0
00
 

1
85
,
0
00
 

2
3
3
,
20
0 

2
5
7
,8
00
 

2
89
,
2
00

3
3
5
,
70
0

3 
15
8
,
5
00
 

1
87
,
1
00
 

2
3
5
,
00
0 

2
5
9
,1
00
 

2
91
,
2
00

3
3
7
,
90
0

4 
15
9
,
9
00
 

1
89
,
2
00
 

2
3
6
,
80
0 

2
6
0
,4
00
 

2
93
,
2
00

3
4
0
,
10
0

5 
16
1
,
3
00
 

1
91
,
3
00
 

2
3
8
,
40
0 

2
6
1
,5
00
 

2
95
,
0
00

3
4
2
,
30
0

6 
16
2
,
8
00
 

1
93
,
6
00
 

2
3
9
,
90
0 

2
6
2
,9
00
 

2
96
,
9
00

3
4
4
,
50
0

7 
16
4
,
3
00
 

1
95
,
9
00
 

2
4
1
,
40
0 

2
6
4
,1
00
 

2
98
,
8
00

3
4
6
,
70
0

8 
16
5
,
8
00
 

1
98
,
2
00
 

2
4
2
,
80
0 

2
6
5
,5
00
 

3
00
,
7
00

3
4
8
,
90
0

9 
16
7
,
1
00
 

2
00
,
6
00
 

2
4
4
,
10
0 

2
6
6
,9
00
 

3
02
,
7
00

3
5
0
,
60
0

1
0 

16
8
,
8
00
 

2
02
,
0
00
 

2
4
5
,
50
0 

2
6
8
,1
00
 

3
04
,
6
00

3
5
2
,
60
0

1
1 

17
0
,
4
00
 

2
03
,
4
00
 

2
4
6
,
80
0 

2
6
9
,7
00
 

3
06
,
5
00

3
5
4
,
60
0

1
2 

17
2
,
0
00
 

2
04
,
8
00
 

2
4
8
,
20
0 

2
7
1
,3
00
 

3
08
,
4
00

3
5
6
,
60
0

1
3 

17
3
,
5
00
 

2
06
,
2
00
 

2
4
9
,
50
0 

2
7
2
,8
00
 

3
10
,
1
00

3
5
8
,
80
0

1
4 

17
5
,
5
00
 

2
07
,
7
00
 

2
5
0
,
80
0 

2
7
4
,4
00
 

3
11
,
9
00

3
6
0
,
90
0

1
5 

17
7
,
5
00
 

2
09
,
2
00
 

2
5
2
,
10
0 

2
7
6
,0
00
 

3
13
,
7
00

3
6
3
,
00
0

1
6 

17
9
,
5
00
 

2
10
,
5
00
 

2
5
3
,
40
0 

2
7
7
,6
00
 

3
15
,
5
00

3
6
5
,
10
0

1
7 

18
1
,
7
00
 

2
11
,
9
00
 

2
5
4
,
40
0 

2
7
9
,2
00
 

3
17
,
4
00

3
6
7
,
10
0

1
8 

18
3
,
8
00
 

2
13
,
4
00
 

2
5
5
,
80
0 

2
8
0
,7
00
 

3
19
,
1
00

3
6
9
,
20
0

1
9 

18
5
,
9
00
 

2
14
,
9
00
 

2
5
7
,
10
0 

2
8
2
,2
00
 

3
20
,
8
00

3
7
1
,
30
0

2
0 

18
8
,
0
00
 

2
16
,
4
00
 

2
5
8
,
40
0 

2
8
3
,7
00
 

3
22
,
5
00

3
7
3
,
40
0

2
1 

19
0
,
1
00
 

2
17
,
8
00
 

2
5
9
,
50
0 

2
8
5
,3
00
 

3
24
,
1
00

3
7
5
,
20
0

2
2 

19
2
,
3
00
 

2
19
,
5
00
 

2
6
0
,
90
0 

2
8
6
,9
00
 

3
25
,
7
00

3
7
7
,
30
0

2
3 

19
4
,
5
00
 

2
21
,
2
00
 

2
6
2
,
30
0 

2
8
8
,5
00
 

3
27
,
3
00

3
7
9
,
40
0

2
4 

19
6
,
7
00
 

2
22
,
9
00
 

2
6
3
,
70
0 

2
9
0
,0
00
 

3
28
,
9
00

3
8
1
,
50
0

2
5 

19
8
,
8
00
 

2
24
,
3
00
 

2
6
5
,
10
0 

2
9
1
,4
00
 

3
30
,
6
00

3
8
3
,
50
0

2
6 

20
0
,
1
00
 

2
26
,
0
00
 

2
6
6
,
70
0 

2
9
3
,2
00
 

3
32
,
1
00

3
8
5
,
20
0

2
7 

20
1
,
4
00
 

2
27
,
7
00
 

2
6
8
,
20
0 

2
9
5
,0
00
 

3
33
,
6
00

3
8
7
,
10
0

2
8 

20
2
,
7
00
 

2
29
,
4
00
 

2
6
9
,
80
0 

2
9
6
,8
00
 

3
35
,
2
00

3
8
9
,
00
0

2
9 

20
3
,
9
00
 

2
31
,
2
00
 

2
7
1
,
40
0 

2
9
8
,4
00
 

3
36
,
6
00

3
9
0
,
90
0

3
0 

20
5
,
1
00
 

2
32
,
7
00
 

2
7
3
,
00
0 

3
0
0
,1
00
 

3
38
,
1
00

3
9
2
,
70
0

3
1 

20
6
,
4
00
 

2
34
,
2
00
 

2
7
4
,
60
0 

3
0
1
,8
00
 

3
39
,
6
00

3
9
4
,
60
0

3
2 

20
7
,
6
00
 

2
35
,
6
00
 

2
7
6
,
20
0 

3
0
3
,5
00
 

3
41
,
1
00

3
9
6
,
50
0

3
3 

20
8
,
9
00
 

2
37
,
0
00
 

2
7
7
,
80
0 

3
0
5
,0
00
 

3
42
,
8
00

3
9
8
,
20
0

 



 
亀 岡 市 公 報 

 81

第８４０号平成２７年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3
4
 

2
1
0
,
2
00
 

2
3
8
,
4
00
 

2
7
9
,
3
00
 

3
0
6
,
6
00
 

3
4
4
,
4
00

3
9
9
,
9
00

3
5
 

2
1
1
,
5
00
 

2
3
9
,
8
00
 

2
8
0
,
8
00
 

3
0
8
,
2
00
 

3
4
6
,
0
00

4
0
1
,
7
00

3
6
 

2
1
2
,
8
00
 

2
4
1
,
2
00
 

2
8
2
,
2
00
 

3
0
9
,
8
00
 

3
4
7
,
6
00

4
0
3
,
5
00

3
7
 

2
1
4
,
2
00
 

2
4
2
,
5
00
 

2
8
3
,
8
00
 

3
1
1
,
3
00
 

3
4
9
,
3
00

4
0
5
,
1
00

3
8
 

2
1
5
,
6
00
 

2
4
3
,
8
00
 

2
8
5
,
2
00
 

3
1
2
,
9
00
 

3
5
0
,
9
00

4
0
6
,
9
00

3
9
 

2
1
7
,
0
00
 

2
4
5
,
1
00
 

2
8
6
,
7
00
 

3
1
4
,
5
00
 

3
5
2
,
5
00

4
0
8
,
7
00

4
0
 

2
1
8
,
4
00
 

2
4
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第２条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程

の一部を次のように改正する。 

 附則第７項中「１００分の１．２３７５」

を「１００分の１．１２５」に、「１００分

の １ ． ５ ３ ７ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

１．４２５」に、「１００分の８２．５」を

「１００分の７５」に、「１００分の   

１０２．５」を「１００分の９５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成 

２６年１２月１日から適用する。ただし、第

２条の規定は、平成２７年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定（亀岡市立病院職員の給与に

関する規程（以下「給与規程」という。）第

２３条及び附則第７項の改正規定を除く。次

項において同じ。）による改正後の給与規程

（以下「改正後の給与規程」という。）の規

定は、前項の規定にかかわらず、平成２６年

４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与規程の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の給与

規程の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の給与規程の規定による給与の内払とみ

なす。 

 （国の例引用） 

４ 前項に定めるもののほか、この規程の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 別表第７（第５条関係） 

初 任 給 調 整 手 当 

期間の区分 支給額 

1年未満 307,000 

1年以上2年未満 307,000 

2年以上3年未満 307,000 

3年以上4年未満 307,000 

4年以上5年未満 307,000 

5年以上6年未満 307,000 

6年以上7年未満 307,000 

7年以上8年未満 307,000 

8年以上9年未満 307,000 

9年以上10年未満 307,000 

10年以上11年未満 307,000 

11年以上12年未満 307,000 

12年以上13年未満 307,000 

13年以上14年未満 307,000 

14年以上15年未満 307,000 

15年以上16年未満 307,000 

16年以上17年未満 303,700 

17年以上18年未満 300,400 

18年以上19年未満 297,100 

19年以上20年未満 293,800 

20年以上21年未満 290,500 

21年以上22年未満 276,700 

22年以上23年未満 262,700 

23年以上24年未満 249,200 

24年以上25年未満 235,300 

25年以上26年未満 221,600 

26年以上27年未満 204,000 

27年以上28年未満 186,900 

28年以上29年未満 169,600 

29年以上30年未満 152,000 

30年以上31年未満 134,000 

31年以上32年未満 115,700 

32年以上33年未満 97,800 

33年以上34年未満 71,800 

34年以上35年未満 47,500 
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公 告 
 

 亀岡市立病院公告第３号 

 

 平成２６年１１月２１日に実施した亀岡市立

病院職員採用試験の結果、次のとおり合格者を

決定し、職員採用候補者名簿に登録したので公

告する。ただし、登録有効期限については、平

成２７年３月３１日までとする。 

 

   平成２６年１２月９日 

 

    亀岡市病院事業管理者 坂井茂子 

 

（候補者受験番号） 

・試験区分 薬剤師 

   １ 

 

「掲示済」 
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